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八 街 市 長 北 村 新 司

行動を展開していくための一助となることを願っております。

令 和 ５ 年 ４ 月

気候変動に関する政府間パネル（IPＣC)では、２０世紀後半において観測された地球温暖化は、

人為起源の温室効果ガスの排出が原因であった可能性が極めて高いと報告しており、地球温暖化

問題は、わが国の問題のみならず、世界規模で取り組むべき喫緊の課題となっております。

このような中、２０１５年に、気候変動枠組条約第２１回締約国会議（COP21)が開かれ、温室効果

ガス削減のための新たな国際的な枠組である「パリ協定」が採択、我が国は「地球温暖化対策計

本書につきましては、令和４年度の八街市における環境状況や保全に関する施策について概要

本書が市民の皆様に広く活用され、環境に関する理解を深め、これからの環境保全に向けての

は　　じ　　め　　に

家庭における地球温暖化対策についても、居住する住宅に省エネルギー設備等を設置された方へ

補助金を交付しており、ＳＤＧｓの推進等、様々な事業を展開し脱炭素社会（ゼロカーボンシティ）

を取りまとめたものとなっております。

本市でも地球温暖化を取り巻く社会情勢の変化や、公共施設の整備・稼働状況などを踏まえ令和

２年度に「八街市役所地球温暖化対策実行計画（事務事業編）」を策定し、令和２年度～令和１１年

度の１０年間を計画期間とし、各種の取り組みを推進することにより、本市の事務事業からの温室効

果ガス排出量を抑制したいと考えております。

の実現に向けて取り組んでまいります。

画」を策定し、２０３０年度までに２０１３年度比２６％の温室効果ガスの削減という目標を掲げました。

その中で、地方公共団体の事務事業が所属する「業務その他部門」は、これまでの温室効果ガス

の増加傾向が大きいことを踏まえ、２０３０年度までに２０１３年度比４０％のエネルギー起源CO２の

削減という目標を掲げています。

　近年、集中豪雨や台風等、異常気象による災害が世界各地で多く発生しております。

　令和４年度版「八街市環境白書」をここに発行します。
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１ 　位　置

第 １ 章 八街市の概要

　千葉県北部のほぼ中央に位置し、東京から50㎞圏内、京葉工業地帯から20㎞、成田国際空港から10㎞

の位置にあります。

　東は山武市に接し、西は佐倉市に、南は東金市・千葉市に、北は酒々井町・富里市にそれぞれ接してい

－１－

図１ －１ 八街市の 位置

ます。

　広ぼうは、東西に短く約7.7km、南北に長く約16kmあり、面積は74.94㎢です。

　市の中央部は市街地を形成し、周囲には平坦な畑作地帯が広がっているほか、南西部および北部に水

田地帯が点在しています。



２　自　然

図１－２　　　月別気温及び降水量（令和４年１月～令和４年１２月）

資料：佐倉地域気象観測所（気象庁ＨＰより）

資料：佐倉地域気象観測所（気象庁ＨＰより）

　八街市の地形は、緩やかな起伏のある台地状であり、市境の各方面から数本の深い谷津が入り込んでい

ます。

　全体にやや北へ傾斜しており、水系は印旛沼水域に含まれますが、分水界により東方向へ流出する部分

もあります。

－２－

　令和４年は年平均気温１５．４℃、最高気温３８．１℃、最低気温－６．８℃、一年を通じて温暖な気候です。

　地質は、第四紀古層から形成され、上部は厚い関東ローム層で覆われています。田・畑地が全土の約５割

を占め、これを取り巻く防風林などの林地が約２割、その他の約３割が市街地です。

　同年の年間降水量は、１，２８８．５ｍｍです。
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年

年次

３　人　　口

　人口の分布は、市の中心部に集中しています。

（注）平成２４年７月９日施行の住民基本台帳法一部改正に伴い、平成２４年までは日本人のみ。

　　　平成２５年からは、日本人・外国人の合計を記載。

－３－

　昭和29年11月1日、旧八街町と川上村が合併して、八街町が誕生しました。昭和40年以降、人口は増加

を続け、平成2年9月21日に5万人を突破、平成4年4月1日、八街市が誕生しました。

図１－３　　住民基本台帳人口(各年3月31日現在）
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４　産　業

  （２）　商　業

  （３）　工　業

　きました。

　の調和を進めています。

－４－

現在は、駅前地域の商業の活性化、幹線道路網の整備、宅地造成などを中心に、自然と産業

　製業などが中心でしたが、近年では、金属製品、一般機械製造などの工場も増加しています。

今後も、農業や自然環境との調和を図りつつ、工業の近代化を推進していくことが必要とされ

　ます。

5 土 地 利 用

現在、八街市の土地利用状況は、田畑が約５割を占め、山林その他がこれに次ぐという農業

中心の土地利用形態になっています。しかし、田畑は減少し、これに代わって宅地が増加して

　おり、住宅地としての土地利用が増えています。

八街市では、農業振興地域の整備に関する法律に基づき、昭和４９年に指定された農用地区

域、また、都市計画決定により指定された用途地域を軸に計画的な土地利用の改善に努めて

低下や悪化に対応した土地利用、農業の後継者育成及び新規就農の増加等の経営体育成強

　化が必要となっています。

八街市の商店は、その大半が市街地に位置し、八街駅を中心として、放射状に伸びた道路沿

　いに商店街を形成しています。

市の商業は、農作物の集積地として発展し、現在でも、主要作物の加工・販売業者が多いとい

う特徴を残しています。しかし、昨今では、近隣市町の商圏拡大及び大店立地法の規制緩和に

伴って、市街地郊外に大型店舗が進出してきました。こうした動向に対処するため、中心市街地

　における商店街の活性化が必要となってきています。

従来は、地場産業である落花生などの農産物加工工場を主体として、木材・木製品製造、縫

  （１）　農　業

市の基幹産業は、農業です。八街市は、首都近郊に位置し、北総台地の優良な農地に恵まれ

た、関東有数の畑作地帯であるとともに、露地野菜や施設野菜等を中心とした畑作経営地帯とし

ての作目は多様性に富み、農業産出額は県内で上位に位置し、主に首都圏への食料供給基地

しかしながら、この農業生産を担っている農業構造を見ますと、都市化の発展及び農業経営環

境の厳しさとあいまった専業農家の兼業化や農業後継者不足、高齢化、農地の耕作放棄化とい

　った問題が顕在化しています。

今後も都市化や農業経営環境の厳しさから農業構造の変化が予測され、農業的土地利用の

　としての役割を担っています。



　　　　　表１－１　　　　八街市の土地利用状況（令和４年４月１日現在）

－５－

－

合　　　　　　計 ２，１６２．９２ １００．０ ２８．９

農　　　用　　　地　　　区　　　域　　　外 ４，７３７．０８ － ６３．２

用　　　　途　　　　地　　　　域　　　　外 ６，９００ － 　９２．１

農　　　業　　　振　　　興　　　地　　　域 ６，９００ － 　９２．１

農
　
用
　
地
　
区
　
域

田 １５３．９０ ７．１ －

畑 １９９０．６３ ９２．１ －

樹 園 地 － － －

農 用 施 設 用 地 １８．３９ 　　０．９

商 業 地 域 　　　１８ 　　３．０ －

準 工 業 地 域 　　　　５ 　　０．９ －

合　　　　　　計 　　５９４ １００．０ 　　７．９

－

第 ２ 種 住 居 地 域 　　　４７ 　　７．９ －

近 隣 商 業 地 域 　　９．４ 　　１．６ －

都　　　市　　　　計　　　　画　　　　区　　域 ７，４９４ － １００．０

用
　
　
途
　
　
地
　
　
域

第 １ 種 低 層 住 居 専 用 地 域 　　　４１ 　　６．９ －

第 ２ 種 低 層 住 居 専 用 地 域 　　０．７ 　　０．１ －

第 １ 種 中 高 層 住 居 専 用 地 域 　　　５０ 　　８．４ －

第 ２ 種 中 高 層 住 居 専 用 地 域 　　１９３ 　３２．５ －

第 １ 種 住 居 地 域 　　２３０ 　３８．７

区　　　　　　　　　　　分 面　積（ｈａ）
　　割　合（％）

各合計に
対する割合

行　　　　　　政　　　　　　　区　　　　　　　域 ７，４９４ － １００．０

　　昭和５０年の都市計画施行からの宅地造成面積は約３１７ｈａにのぼります。

これらの開発は、都市計画用途地域外で行われたものが主なものであり、また、これらの開発

は、農業用水路の汚染、自然水路の破壊など様々な弊害を引き起こしていましたが、現在で

　は、調整池により雨水の抑制、浄化槽による汚染処理を指導しています。

　　今後は、用途地域内に宅地造成を誘導することが課題となっています。



１ 　機　構

クリーン計画係

クリーン推進係

表 ２ － １ 　　事　務　分　掌

　

一般廃棄物不法投棄の取締り及び指導に関すること

クリーン推進課

八街市環境審議会

第 ２ 章 環境行政の概要

衛 生 係

環　境　課

市　長 副市長 経済環境部 保 全 係

し 尿処理及び浄化槽清掃業者の指導に 関するこ と、

環
　
　
　
境
　
　
　
課

犬の登録、狂犬病予防、一般廃棄物処理計画（し尿・

衛 生 係
生活排水）に関すること、食品衛生、墓地等に関すること、

印旛衛生施設管理組合に 関するこ と、 八富成田斎場

に関すること、家庭用小型合併浄化槽設置事業その他環

　境衛生全般に関すること

公害防止計画の策定、公害防止の調査・研究及び指

導 、 環 境 審 議 会 に 関 す る こ と 、 公 害苦 情処 理、 公害

保 全 係
の 監視・測定及び規制、 土砂等に よる土地 の 埋 立て

等に 関するこ と、 産業廃棄物の 不法投 棄防 止、 特定

施設設置及び特定建設作業、地下水の汲み上げ及び

汚染等、河川等の水質に関すること

ク
リ
ー

ン
推
進
課

一般廃棄物処理基本計画（ごみ）の策定に関すること、最終処分

ごみ処理手数料及び処理費用に関すること、家庭用生ごみ減量

クリーン推進係 機器購入費に関すること、資源物回収の業者委託及び市民団

体の育成に関すること、その他ごみ減量化対策に関すること

事務棟及び可燃物の焼却施設並びに最終処分場の維持管理に

クリーンセンター
業務係

関すること、ごみステーションの設置及び指導に関すること、一般

廃棄物の収集・運搬、処理及び委託業務に関すること、その他

クリーンセンター運営に係る庶務に関すること。

クリーン計画係

－６－

及びごみ焼却施設等の計画策定に関すること、一般廃棄物収集

・運搬、処理に関する指定業者の許可及び指導等に関すること、

クリーンセン
ター

業務係



２　　予　　算

　　表２－２　　　　　環境関係の予算の推移（単位：円）

３　　環境審議会

表２－３　　　環境審議会委員（令和４年７月１５日現在）

氏　　　　　　名

印旛郡市医師会八街地区（代表）

八街商工会議所専務理事

地域環境保全課長

千葉みらい農業協同組合常務理事

八街市酪農組合長

細田自動車（有）会長

生形商店(株)

項         目 令 和 元 年 度 令 和 ２ 年 度 令 和 ３ 年 度

－７－

126,886,000

清 掃 総 務 費 106,071,428

塵 芥 処 理 費 866,602,122

環 境 衛 生 費 98,771,349

公 害 対 策 費 45,213,258

153,232,867

114,361,876

937,061,359

44,709,418

し 尿 処 理 費 121,294,000

計 1,237,952,157 1,376,251,520 1,404,810,741

矢　野　秀　和

市　原　敏　彦

野　口　和　哉

細　田　晴　夫

生　形　健　一

職　　　　　　　　名

遠　藤　哲　也

伊　藤　武　雄

環境保全に関する基本的事項を調査、審議する市長の諮問機関です。環境審議会は学識経験者、関係

行政機関の職員、各種団体の代表、事業所の代表のうちから市長が委嘱する者により組織されており、構

　成する委員は10人以内となっています。

1,026,148,776

111,501,967

125,029,000

43,047,199

99,083,799



作田川及び支川の水質と環境を保全し、汚染防止を図るため、流域の東金市、八街町（現八街市）、

清潔な河川として維持するため必要な対策を協議し、所要事業を行うとともに、住民の意識高揚を

　図ることを目的としています。

九十九里町、成東町（現山武市）、山武町（現山武市）の１市４町（現３市１町）により、昭和６０年１月、

　「美しい作田川を守る会」が設立されました。

　種々の啓発活動を行っています。

　で実施するため、昭和38年から活動しています。

－８－

 　（３）  公益財団法人 　印旛沼環境基金

（ ４ ） 美 し い 作 田 川 を 守 る 会

４ 広域的環境保全組織等

（１） 印旛衛生施設管理組合

（２） 印旛沼水質保全協議会

佐倉市、四街道市、八街市、富里市、酒々井町の４市１町で、し尿汲み取り及び処理に関する業務を共同

千葉県、千葉県水道局、千葉県企業庁、流域１３市町、（独）水資源機構、印旛沼土地改良区、印旛沼

　漁業協同組合、ＪＦＥスチール株式会社等により構成されています。

この協議会は、昭和４６年に設立され印旛沼の水質を保全するための必要な事業を実施し、印旛沼の広

　域的価値を増進するとともに、良好な生活環境を保全することを目的としています。

千葉県と流域１３市町が一体となって、印旛沼の水質と環境を保全するため、昭和59年に設立されま

　した。

おもに、沼の管理や生物の生息状況、水質汚濁の測定・対策、その他モニター、ボランティア活動等

　を行っています。

また、印旛沼とその流域の調査研究活動を行うとともに、具体的な水質環境の保全対策を支援し、



－９－

「美しい作田川を守る会」看板設置



推進しています。

    表３－１　　大気汚染に係る苦情件数

第 ３ 章　　　大　気　汚　染

１　大気汚染の現状

大気汚染は、主として工場・事業場の煙突等から排出されるばい煙や自動車の排出ガス、家

庭等からの燃焼排出ガス等によって引き起こされます。

このような大気汚染を防止するため「大気汚染防止法」が、公害対策基本法の制定を受けて、

昭和43年に従来の「ばい煙の規制等に関する法律」に代わって制定されました。

　この法により、対象地域の拡大や自動車排出ガス規制等が行われるようになりました。

近年では、石綿の飛散防止対策について、改正法が令和２年６月に公布され、令和３年４月１日

千葉県においても、ばいじんと有害物質について大気汚染防止法に基づくいわゆる上乗せ条

例の制定、「環境保全協定」の締結及び「千葉県揮発性有機化合物の排出及び飛散の抑制のた

から石綿含有成形板等を含めたすべての石綿を含有する建材が規制対象となる等、更なる強化

が図られています。

めの取り組みの促進に関する条例」「千葉県窒素酸化物対策指導要綱」「千葉県発電ボイラー

多いのが現状ですが、県で実施している大気環境測定（市内１箇所）の結果等も注視しながら、

今後の対策に役立てていきたいと考えています。

年　度 29 30 元（３１） 2 3

本市でも、大気汚染に係る苦情については、毎年、多数の苦情があり、対策を講じにくい内容も

及びガスタービン等に係る窒素酸化物対策指導要綱」の制定等、各種大気汚染防止対策を

－１０－

39件　数 61 42 38 35



２　大気汚染の対策

「大気汚染防止法」では、工場又は事業所に設置されるボイラー、廃棄物焼却炉等のばい煙

発生施設及び土石の堆積場、ベルトコンベア等の粉じん施設について一定規模以上のものを

届出対象施設として定めています。

　本市における大気汚染に係る苦情の大部分は、野焼き等による煙などが主なものです。

また、従前より操業していた工場のまわりにも、家が建ち始め、ばい煙等が日常生活に於いて

不快であるという苦情も寄せられています。

このような場合、生活に密着しており、感覚的な要素も含まれているので、なかなか解決しにく

県内のばい煙発生施設は、ボイラー・加熱炉・焼却炉・粉じん施設などが、主なものですが、

市としてもこれまで以上に、事業場の立ち入り、指導等について実施したい考えです。

市内に進出してくる工場・事業場については、大気汚染防止対策として、環境保全協定を締

いのが現状ですが、両者の歩みより等で緩和されています。

一
般
環
境
大
気
測
定
局

－１１－

結するなどして、汚染物質の排出をできるだけ少なくするように指導を行っております。

※
平
成
６
年
度
か
ら



－１２－

30 令和元 令和２ 令和３

件　数 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0

図４－１ 印旛沼流域のＣＯＤ負荷量（令和３年度）

表４－１ 水質汚濁（土壌汚染を含む）に係る苦情件数

年　度 24 25 26 27 28 29

　したがって、住民一人ひとりの水質保全への理解と協力が必要になってきます。

第４章 水　質　汚　濁

１ 水質汚濁の現状

八街市から排出される水の約83％は印旛沼に流れ込んでおり、残りの17％は作田川から太

平洋に注いでいます。

　特に印旛沼の汚濁の状態は、全国でワースト２という深刻な状況にあります。

水質汚濁の原因は、工場・事業場から排出される産業系排水、一般家庭等から排出される生

活系排水及び雨や風などの自然作用による自然系排水の３つに分けられますが、印旛沼汚濁

の最大の原因は、生活系排水です。

私たちが生活することによって生じる排水、たとえば、台所、風呂、浄化槽から流す水が河川

に流れ込むことによって、川や湖沼が本来持っている自然の浄化能力を低下させ水質汚濁が

発生します。

これは、事業場に対する排水の規制や指導が強化されている反面、急速な人口増や生活様

式の変化とともに、生活系排水の占める割合が大きくなり公共用水域の水質汚濁の主要な原因

となっています。

９７２kg

３９６kg

５９０８kg

１３．４％

５．４％

８１．２％
ＣＯＤ

7,276
(kg/日）

生活系

産業系

面源系



類

  項  目　　　　 　　　
型

２ 公共用水域の現状

(1) 環 境 基 準

本市に関係のある河川・湖沼の環境基準は、次のとおりです。

表４－２　　生活環境項目に係る環境基準（類型指定公共用水域に適用）

                水  域
印旛沼 鹿島川 高崎川 作田川

Ａ Ａ C Ａ

ｐＨ ６．５～８．５ ６．５～８．５ ６．５～８．５ ６．５～８．５

ＢＯＤ（㎎／Ｌ） － ２以下 ５以下 ２以上

ＣＯＤ（㎎／Ｌ） ３以下 － － －

Ｄ　Ｏ（㎎／Ｌ） ７．５以上 ７．５以上 ５以上 ７．５以上

Ｓ　Ｓ（㎎／Ｌ） ５以下 ２５以下 ５０以下 ２５以下

大腸菌群数
１，０００以下 １，０００以下 － １，０００以下

（ＭＰＮ／１００ｍＬ）

指定年月日 ４５・９・１ ５０・１・２１ ６０・３・２９ ４８・７・３１

５ 年 以 内 で 可 ５ 年 を 超 え る ５ 年 を 超 え る ５ 年 以 内 で 可

達成年月日 及 的 す み や か 期 間 で 可 及 的 期 間 で 可 及 的 及 的 す み や か

に す み や か に す み や か に に

表４－３　　人の健康の保護に関する環境基準（全公共用水域に適用）

項　目 カドミウム シアン 有機リン 鉛 ６価クロム ヒ素 総水銀
アルキ
ル水銀

ＰＣＢ

検出され
ないこと

備考：「検出されないこと」とは、測定方法の定量限界を下回ることをいう。

－１３－

基準値
０．０１㎎
/Ｌ以下

検出され
ないこと

検出され
ないこと

０．０１㎎
/Ｌ以下

０．０５㎎
/Ｌ以下

０．０１㎎
/Ｌ以下

０．０００
５㎎/Ｌ
以下

検出され
ないこと



備　考

１．基準値は、年平均値とする。

表４－４ 印旛沼の全窒素・全リンに係る環境基準

利用目的の適応性
基　　　準　　　値

全　　窒　　素 全　　リ　　ン

水道３級（特殊なもの）、水産
０．４㎎／Ｌ以下　　　　　　　　

　（２．２㎎／Ｌ以下）
０．０３㎎／Ｌ以下　　　　　　　

　　（０．１１㎎／Ｌ以下）
２種、水産３種、工業用水農業

用水及び環境保全

　作田川流域では、大木、沖渡の２地点です。

－１４－

２ ． 水域類型の 指定は 、 湖沼植物プラン クトン の 著し い 増殖を生ずる おそ れが

あ る湖沼に つい て 行うも の とし 、 全窒 素の 項目 の 基 準値 は 、 全窒 素が 湖沼

植物プランクトンの増殖の 要因とな る湖沼に つい て適用する。

３．（ ）内は、印旛沼の暫定目標値、達成期間１０年以内。

(2) 主 要 河 川 の 水 質

八街市では、昭和56年から年４回、平成25年からは年２回の、河川水質調査を行って

います。調査地点は、図４－２のとおりです。

　鹿島川流域では、夕日丘、根古谷、用草、東吉田、上砂、大谷流、勢田の７地点。

　高崎川流域では、文違、榎戸落合、榎戸宮下、真井原、大関、朝日の６地点。



－１５－



表４－５ 調査結果一覧表（平均）

　　水系及び

　　調査地点名

調査項目 単位

水素イオン濃度(ｐＨ) - 7.6 7.3 7.5 7.8 7.4 8.7 8.1 7.4 7.7 7.9 8.0 7.9 7.7 7.7 7.5

化学的酸素要求量(ＣＯＤ) mg/L 3.2 10.4 9.9 6.7 5.2 5.3 4.3 11.2 2.6 2.7 1.5 2.9 2.5 2.0 3.0

生物化学的酸素要求量(ＢＯＤ) mg/L 1.0 10.1 6.7 3.8 3.2 2.1 1.9 5.8 1.0 0.8 1.3 〈0.9 〈0.9 1.3 1.8

浮遊物質量(ＳＳ) mg/L 10.4 19.5 10.5 5.7 4.7 3.2 3.7 6.6 4 5.4 8.9 15.8 7.3 6.9 3.5

大腸菌数(CFU) CFU/100mL 725 1450 2650 4100 830 1775 2750 7000 2095 210 230 295 1390 300 1360

アンモニア性窒素(ＮＨ4-Ｎ) mg/L 〈0.2 〈3.4 5.3 〈1.4 0.8 〈0.4 〈0.2 4.5 〈0.2 〈0.2 〈0.2 〈0.2 〈0.2 〈0.2 〈0.3

硝酸性窒素(NO3-N) mg/L 4.8 4.7 3.0 5.7 6.5 6.3 6.9 3.4 11 5.5 5.7 6.3 5.9 4.5 6.1

亜硝酸性窒素(NO2-N) mg/L 〈0.1 0.4 0.2 0.5 0.4 0.3 0.2 0.5 0.2 〈0.1 〈0.1 〈0.1 〈0.1 〈0.1 0.2

全窒素 mg/L 5.3 10.1 10.2 7.9 8.1 7.4 7.5 9.2 11 5.8 6.0 6.4 6.3 5.1 6.7

全リン mg/L 0.15 1.26 1.24 0.57 0.56 0.40 0.21 1.23 0.14 0.01 0.06 0.06 0.06 0.15 0.19

ｹﾙﾀﾞｰﾙ性窒素(K-N) mg/L 〈0.5 5.3 7.1 1.7 1.2 0.8 0.3 5.6 〈0.3 3.1 〈0.2 〈0.2 〈0.3 〈0.6 0.3

全亜鉛 mg/L 0.02 0.04 0.021 0.02 0.015 0.013 0.008 0.019 0.006 0.005 0.008 0.011 0.006 0.008 0.006

溶存酸素量(DO) mg/L 8.1 6.3 6.4 8.4 7.2 13 11.6 6.8 7.6 9.6 9.5 9.1 8.6 8.7 8.4

流量 ｍ
3
/min 0.81 0.33 0.08 1.77 4.32 2.49 1.15 0.83 2.22 8.07 22.82 14.59 4.63 5.48 1.72

上砂
勢田　
（四木）

東吉田

－
１
６
－

作　田　川 高　崎　川 鹿　島　川

大木 沖渡 朝日 文違
榎戸　　
　　落
合

榎戸　　
　　宮
下

真井原 大関 夕日丘 用草 根古谷 大谷流



表４－６ 調査結果一覧表 調査日：令和４年９月１日

　　水系及び

　　調査地点名

　　採取時間

調査項目 単位 13:52 15:00 14:45 14:25 12:20 12:00 11:50 11:30 10:05 09:31 09:22 10:50 08:25 10:25 11:10

水素イオン濃度(ｐＨ) - 7.4 7.1 7.2 7.5 7.3 8.8 7.4 7.3 7.6 7.9 7.9 7.9 7.6 7.6 7.5

化学的酸素要求量(ＣＯＤ) mg/L 4.6 5.7 6.8 5.8 4.9 5.0 5.1 8.4 2.8 2.6 1.5 2.0 2.1 2.7 3.1

生物化学的酸素要求量(ＢＯＤ) mg/L 1.5 3.2 2.4 2.9 2.3 1.6 2.1 3.1 0.9 1.0 0.8 〈0.5 0.5 1.6 0.9

浮遊物質量(ＳＳ) mg/L 8.7 13.0 16.0 6.2 4.9 3.3 2.3 4.0 5.1 5.7 9.8 6.5 5.9 7.9 2.9

大腸菌数(ＣＦＵ) CFU/100mL 1400 1300 2100 6700 1400 3200 4200 3000 4100 200 240 250 280 330 820

アンモニア性窒素(ＮＨ4-Ｎ) mg/L 〈0.2 〈0.2 0.5 〈0.2 0.2 〈0.2 〈0.2 1.0 〈0.2 〈0.2 〈0.2 〈0.2 〈0.2 〈0.2 〈0.2

硝酸性窒素(NO3-N) mg/L 2.8 2.8 2.9 5.7 6.0 5.7 6.3 4.0 12.0 5.0 5.5 5.9 5.7 4.3 5.4

亜硝酸性窒素(NO2-N) mg/L 〈0.1 0.2 0.2 0.4 0.3 0.2 0.2 0.6 0.1 〈0.1 〈0.1 〈0.1 〈0.1 0.1 0.1

全窒素 mg/L 3.6 4.1 4.4 6.8 6.6 6.2 6.8 6.4 12.0 5.4 5.9 6.0 5.8 5.4 5.9

全リン mg/L 0.20 0.72 0.58 0.40 0.44 0.32 0.11 0.96 0.11 0.05 0.04 0.04 0.04 0.15 0.12

ｹﾙﾀﾞｰﾙ性窒素(K-N) mg/L 0.7 1.1 1.2 0.6 0.3 0.3 0.2 1.8 〈0.2 0.2 0.2 〈0.2 〈0.2 0.9 0.2

全亜鉛 mg/L 0.015 0.028 0.016 0.018 0.011 0.011 0.008 0.016 0.004 0.003 0.005 0.005 0.006 0.010 0.004

溶存酸素量(DO) mg/L 7.1 6.0 5.0 6.9 7.0 12.0 8.2 5.7 7.8 9.1 8.9 8.1 7.5 7.7 7.5

流量 ｍ3/min 0.60 0.50 0.12 2.63 5.85 3.12 1.59 1.34 2.65 9.28 33.01 16.00 3.45 7.41 1.90

用草 根古谷 大谷流 東吉田

－
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作　田　川 高　崎　川 鹿　島　川

大木 沖渡 朝日 文違
榎戸　　
　　落
合

榎戸　　
　　宮
下

真井原 大関 夕日丘 上砂
勢田　
（四木）



表４－７ 調査結果一覧表 調査日：令和５年３月１日

　　水系及び

　　調査地点名

　　採取時間

調査項目 単位 15:05 14:40 14:25 14:00 13:30 12:05 11:45 11:20 11:05 10:35 10:20 09:40 08:45 10:00 09:20

水素イオン濃度(ｐＨ) - 7.7 7.4 7.7 8.1 7.4 8.5 8.7 7.5 7.7 7.9 8.0 7.9 7.7 7.7 7.5

化学的酸素要求量(ＣＯＤ) mg/L 1.8 15 13 7.5 5.4 5.6 3.4 14.0 2.4 1.8 1.5 3.7 2.9 1.2 2.8

生物化学的酸素要求量(ＢＯＤ) mg/L 0.5 17 11.0 4.6 4.1 2.5 1.6 8.4 1.1 0.6 1.7 1.2 1.8 0.9 2.7

浮遊物質量(ＳＳ) mg/L 12.0 26 5.0 5.2 4.5 3.0 5.1 9.1 2.7 5 7.9 25 8.7 5.8 4

大腸菌数(ＣＦＵ) CFU/100mL 50 1600 3200 1500 260 350 1300 11000 90 220 270 340 2500 270 1900

アンモニア性窒素(ＮＨ4-Ｎ) mg/L 〈0.2 6.6 10 2.6 1.3 0.6 〈0.2 7.9 〈0.2 〈0.2 〈0.2 〈0.2 0.2 〈0.2 0.3

硝酸性窒素(NO3-N) mg/L 6.8 6.6 3 5.7 6.9 6.9 7.4 2.7 9.9 6 5.9 6.6 6.1 4.7 6.8

亜硝酸性窒素(NO2-N) mg/L 0.1 0.6 0.6 0.5 0.4 0.4 0.2 0.4 0.2 0.1 〈0.1 〈0.1 0.1 〈0.1 0.2

全窒素 mg/L 7 16 16 9.0 9.6 8.5 8.1 12 10 6.1 6 6.7 6.7 4.8 7.4

全リン mg/L 0.09 1.8 1.9 0.74 0.68 0.47 0.3 1.5 0.16 0.14 0.08 0.08 0.08 0.15 0.25

ｹﾙﾀﾞｰﾙ性窒素(K-N) mg/L 〈0.2 9.5 13 2.7 2.1 1.2 0.4 9.3 0.3 〈0.2 〈0.2 〈0.2 0.3 〈0.2 0.3

全亜鉛 mg/L 0.024 0.051 0.025 0.021 0.018 0.015 0.008 0.022 0.007 0.006 0.011 0.016 0.006 0.005 0.008

溶存酸素量(DO) mg/L 9.1 6.5 7.8 9.9 7.3 14 15 7.8 7.4 10 10 10 9.6 9.6 9.3

流量 ｍ3/min 1.01 0.16 0.04 0.90 2.79 1.86 0.70 0.31 1.79 6.86 12.63 13.18 5.81 3.54 1.53

※令和４年４月１日より公共用水域（河川等）の水質汚濁に係る環境基準項目の見直しがあり、大腸菌群数(MPN)から大腸菌数(CFU)へ変更されました。
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作　田　川 高　崎　川 鹿　島　川

大木 沖渡 朝日 文違
榎戸　　
　　落
合

榎戸　　
　　宮
下

真井原 大関 夕日丘 用草 根古谷 大谷流 上砂
勢田　
（四木）

東吉田



有機塩素系溶剤水質検査

㎎/ℓ以下

㎎/ℓ以下

㎎/ℓ以下

㎎/ℓ以下

㎎/ℓ以下

㎎/ℓ以下

㎎/ℓ以下

㎎/ℓ以下

㎎/ℓ以下

㎎/ℓ以下

地下水汚染は目にふれることの少ない地下で進行し、一旦汚染が発生すると汚染状況の把握、汚染

　原因の究明、汚染除去対策が困難なことから未然防止が重要です。

　　八街市では、平成元年度から飲用井戸水調査を実施しています。

調査は、飲用井戸検査基本項目に水道法水質基準抜粋項目及び地下水環境基準項目他を実施し

　ております。

　　さらに、平成９年度からは、有機塩素系化合物の項目を追加しました。

調査箇所は、有機塩素系化合物を使用している事業場周辺、産業廃棄物最終処分場の跡地周辺、そ

　の他の埋立てをした場所周辺が中心です。

この調査は、八街市を南部地区・北部地区に分け隔年で実施することとし、令和４年度においては北

　部地区を実施しました。

(3) 地 下 水 の 調 査

表４－１０　　井戸水の水質調査結果

対　象　物　質 基　　　準 調査数 超過数

ト リ ク ロ ロ エ チ レ ン 0.01 4 0

テ ト ラ ク ロ ロ エ チ レ ン 0.01 4 0

四 塩 化 炭 素 0.002 4 0

ジ ク ロ ロ メ タ ン 0.02 4 0

1 ， 2- ジ ク ロ ロ エ チ レ ン 0.04 4 0

1 . 2 － ジ ク ロ ロ エ タ ン 0.004 4 0

1 ， 1 ， 1 ト リ ク ロ ロ エ タ ン 0.3 4 0

1 ， 1 ジ ク ロ ロ エ チ レ ン 0.1 4 0

1 ， 3- ジ ク ロ ロ プ ロ ペ ン 0.05 4 0

1 ， 1 ， 2- ト リ ク ロ ロ エ タ ン 0.006 4 0

－１９－



飲用井戸水質検査

㎎/ℓ以下

㎎/ℓ以下

㎎/ℓ以下

㎎/ℓ以下

㎎/ℓ以下

度以下

度以下

㎎/ℓ以下

㎎/ℓ以下

㎎/ℓ以下

㎎/ℓ以下

㎎/ℓ以下

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素による不適率が３６．７％と高いのは、過去の検査と同傾向で、当地区

　の水質特性でもあります。

この物質は、農地等で使用されている窒素系肥料が土壌中で微生物によって分解され、雨水、散水

　等で土壌から溶出し、地下水へ移行したものです。

硝酸態、亜硝酸態窒素による発病例は日本では報告例がありませんが、高濃度の硝酸態、亜硝酸態窒

　素を含む飲料水を乳児（粉ミルク等）に使用することは不適当とされています。

採水日　令和４年１２月

試　験　項　目 基　準　値 調査数 基準超過数 超過検出率

一 般 細 菌 100個 60 1 1.7 %

大 腸 菌 検出されないこと 60 1 1.7

亜 硝 酸 態 窒 素 0.04 60 2 3.3

硝 酸 態 窒 素 及 び 亜 硝 酸 態 窒 素 10 60 22 36.7

塩 化 物 イ オ ン 200 60 0 0.0

有機物（全有機炭素（TOC）の量） 3 60 0 0.0

水 素 イ オ ン （ ｐ ｈ 値 ） ５．８～８．６ 60 0 0.0

味 異常でないこと 60 0 0.0

臭 気 異常でないこと 60 4 6.7

色 度 5 60 0 0.0

濁 度 2 60 0 0.0

マ ン ガ ン 0.05 60 0 0.0

鉄 0.3 60 0 0.0

ヒ 素 0.01 60 2 3.3

蒸 発 残 留 物 500 60 0 0.0

カルシウム・マグネシウム等（硬度） 300 60 1 1.7

マンガンについては、今回の調査では不適率は0%となりましたが、例年基準超過がみられます。

　原因として配管内の錆によるものや、定期管理不足が考えられ、年に一度位の頻度でタンク内の清掃をすることが

有機塩素系化合物による地下水汚染についても、全国的に問題となっていることから継続監視を実施

　しております。

－２０－

　　有機塩素化合物は、精密機械工場や金属加工工場等で洗浄などに使用されています。

　　身近なところでは、ドライクリーニングに使用されています。

　望ましいです。



(4) 浄 水 器 設 置 費 補 助

八街市では、安全で健康的な生活を守るため、水質基準に適しない家庭用井戸水に対して、浄水器

　設置の補助制度を設けております。

◎ 補 助 対 象 資 格

 ・市内に居住用の住宅を所有していて、かつ、居住していること。

 ・地下水を飲用として使用し、住宅に隣接する道路に上水道配水管が敷設されていないこと。

 ・地下水の水質が、下記の基準に適合していないこと。

項　　　　　　　　　　目 基　　　準　　　値

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 １０㎎／ℓ以下

大　　　　　　　 腸 　　　　　　　菌 検出されないこと

◎申請に必要なもの

 ・地下水の水質検査の計量証明書等の写し（前記の水質基準に適合していないこと）

 ・浄水器（前記の水質基準に浄化できる浄水器に限る）のカタログ

 ・購入及び設置に係る見積書の写し

◎補助金額

・ 設 置 費 （ 本 体 価 格 、 取 付 工 事 費 ） の １ ／ ３ 但 し 上 限 ５ 万 円

（消費税及び地方消費税は対象となりません）

－２１－



令和４年３月３１日現在

湖 沼 水 質 保 全

印 旛 沼 流 域

昭和５９年７月２７日 湖沼水質保全特別措置

特 別 措 置 法
昭和５９年１２月１６日 地域指定

昭和５９年１２月２３日 適用

法を制定

３ 水質汚濁の対策
(1) 産 業 系 排 水 対 策

① 法 令 等 に よ る 規 制

表 ４ － １ １ 水 質 関 係 法 令

法　　　律　　　名 適　用　地　域 内　　　　　　　　　容

水質汚濁防止法に基づき
排水 基準を 定める 条例
（ 上 乗 せ 条 例 ）

八 街 市 全 域 昭和５１年７月１日 適用（濃度規制）

排水について、規制する法令として「水質汚濁防止法に基づき排水基準を定める条例」（上乗せ条例

　　という）及び「湖沼水質保全特別措置法」などの法令があります。

これらの法令は、主に工場や事業場などからの排出水について排出基準を定め、規制を行うことによ

　　り公共用水域の水質汚濁の防止を図るものです。

市内の事業場などからの排出水については、国の排出基準より厳しい上乗せ条例により業種別・規模

　　別に規制されています。

また、閉鎖性水域の水質改善を図るため、「湖沼水質保全特別措置法」（湖沼法）が適用されていま

　　す。

② そ の 他

(2) 生 活 系 排 水 対 策

表 ４ － １ ２ 排 水 処 理 別 の 内 訳

公共下水道 合併浄化槽 単独浄化槽 汲み取り

住民の通報や市内パトロールにより、公共用水域の汚濁、あるいはそのおそれのある事業場などを確

　　認した場合、事業場の立入調査等を実施し、施設の改善を指導しています。

人　　　　　　口 １７，８５７人 ３２，４６５人 １６，００１人 １，１３８人

－２２－



　

ことはできません。

進しています。

の一部を補助しています。

　

補助金額（令和３年度）

① 公 共 下 水 道 整 備

② 合 併 処 理 浄 化 槽 整 備

表４－１３

公共用水域の水質汚濁を防止するため、その最も有効な方法として公共下水道の整備があげられ

　　ます。

本市における公共下水道の整備状況をみると、令和３年度末の処理区域は４５４㏊、処理区域内人

　　口は１８，９８２人となっています。

　　　今後も順次整備を進める計画です。

　下水道整備区域外の地域には、合併処理浄化槽の整備を推進しています。

浄化槽にはトイレの他、台所、風呂場などの生活排水を一緒に処理できる「合併処理浄化槽」とトイレ

の排水だけを処理する「単独処理浄化槽」がありますが、現在は、単独処理浄化槽を新たに設置する

現在では、家屋を新築する場合には合併処理浄化槽の設置を、また、水質汚濁防止を図るため、

単独処理浄化槽や汲取便槽を設置している家庭については、合併処理浄化槽への設置替えを推

　市では、対象地域を定め、単独処理浄化槽や汲取便槽から合併処理浄化槽に設置替えする費用

区分
　　　種別 高度処理型合併処理浄化槽の設置 小型合併処理浄化槽

（高度処理型合併浄化槽を除く）
の設置人槽 うちN１０型の設置

単独浄化槽
からの転換

５人槽 ８６４，０００円 １，１５４，０００円 ８１２，０００円

６・７人槽 ９４２，０００円 １，２９５，０００円 ８９４，０００円

８～１０人槽 １，０６５，０００円 １，４０３，０００円 １，０２８，０００円

汲み取り便所
からの転換

５人槽 ６８４，０００円 ９７４，０００円 ６３２，０００円

６・７人槽 ７６２，０００円 １，１１５，０００円 ７１４，０００円

８～１０人槽 ８８５，０００円 １，２２３，０００円 ８４８，０００円

－２３－

　　　既存単独処理浄化槽及び既存汲取便所から合併処理浄化槽に設置替えする事業に対する



(3) 河 川 浄 化 対 策

家庭雑排水の処理については、下水道や合併浄化槽の普及を図っているものの、依然未処理のま

ま放流している家庭もあるのが現状であり、公共用水域の水質保全上極めて重要な課題となって

います。

(4) 啓 発 の 強 化

家庭雑排水が河川汚濁の第１原因であるということを、住民に広く理解と協力をしていただかなけれ

ばならないことから、家庭でできる浄化対策として、次頁のようなことを実施していただけるよう、広報

紙等を通じて呼びかけています。

公 共 下 水 道 の し く み（分流式）

※汚水と雨水を別々に集め、汚水は処理場で処理し、雨水は、

　 道路側溝等を通ってそのまま河川などに放流する方式。

排水設備 公共下水道

個人で設置・管理する部分 市で設置・管理する部分

－２４－
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－２５－



－２６－

(5) ゴ ル フ 場 に お け る 農 薬 の 使 用 規 制

現在、ゴルフ場においては、樹木、芝地等の維持管理のため、様々な農薬が使用されています。

ゴルフ場における農薬は、コースの景観保持を重視して使用される場合が多く、農地等において

農 作 物 の 生 産 を 確 保 す る た め に 農 薬 を 使 用 す る 場 合 と は 本 質 的 に 異 な り ま す 。

そこで、被害の未然防止等将来の環境面への影響を考慮するとともに、住民の抱いている不安を

解消するため、今後千葉県内で計画されるゴルフ場では農薬を使わないことを基本方針とし、事業

　　者を指導していくこととしました。

このため、「ゴルフ場の開発事業に関する指導要綱」の事業計画の一般基準の中に「ゴルフ場に

おける樹木・芝地等の維持管理に当たっては、農薬を使用しないこと」と規定（ただし、県が別に定め

るものを除く）するとともに、新たに開発許可の申請をする場合、農薬を使用しない旨の誓約書を提出し

　　なければならないことも併せて規定し、昭和４８年１月２２日から施行しています。



１　騒音・振動の現状

第 ５ 章　　　騒 音 ・ 振 動

騒音・振動は、日常生活に最も密着した公害であり、その発生源が多種多様であることから、例

年、公害苦情のなかで多くの割合を占めています。

騒音の主なものには、工場・事業場などに設置されている機械による騒音、ビル建設や道路工事

に使われる杭打機やブルドーザーなどによる建設作業騒音、自動車・鉄道・航空機などの交通機

関による交通騒音、また、深夜営業の飲食店等による騒音、及び家庭のエアコン・ステレオなどによ

る近隣騒音があります。

また、振動の主なものには、工場・事業場などにおける振動、建設作業振動及び交通振動など

があります。

表５－１　　　騒音・振動に係る苦情件数

年　度 24 25 26 27 28

騒音・振動は「うるさい」「ゆれる」などといった物理現象として直接人体や家屋などに影響があり

ますが、他の公害と比べるとその影響及び被害程度が本質的に異なります。

生活様式の変化に伴い、最近は法規制のある事業場等の騒音より、むしろ生活騒音の苦情が目

立っています。

加害感は弱いが被害感の強い音として、カラオケの音、車の空ぶかし音、ドアや窓の開閉音、風

また、こういった音については、騒音の発生者とのお付き合いの程度が深いほど、迷惑感の程度

が小さくなっています。

元（３１） 2 3

呂の給排水音、室内・階段の音、ピアノ・ステレオ・テレビの音などがあります。

4 13

3029

2 1

－２７－

騒　音 6 2 3 3 3 4 3 3

振　動 1 1 0 0 3 0 0 1



－２８－



－２９－



表５－２　令和３年度 特定建設作業の届出状況

※（特定建設作業の実施の届出を要する区域）

（１）　都市計画法第８条第１項第１号に規定する第１種低層住居専用地域、第２種低層

第２種住居地域

    の区域

(1) 工 場 及 び 事 業 場 騒 音 ・ 振 動

　工場及び事業場騒音・振動とは、その事業活動に伴って発生する騒音・振動をいいます。

　住宅の隣接地で操業している事業場が多いため、問題がしばしば発生するのが現状です。

　このような工場・事業場の周囲に住んでいる当事者にとっては深刻な問題です。

　 なお、本市における特定建設作業の届出状況は、表５－２のとおりです。

特 定 建 設 作 業 の 種 類

く い 打 機 等 を 使 用 す る 作 業

び ょ う 打 機 等 を 使 用 す る 作 業

種類別届出数

1

0

このような工場・事業場などには、騒音規制法、振動規制法及び八街市環境保全条例に基づき

防音対策や振動対策を講じるよう指導しています。

(2) 建 設 作 業 騒 音 ・ 振 動

建設作業騒音・振動とは、ビルなどの建築工事や道路などの土木工事に伴って使われる、くい

打機、さく岩機、ブルドーザーなどによる騒音・振動をいいます。

この苦情は、近隣への作業の事前説明や作業場の管理が不十分なために発生することが多く、

建設作業にあたっては近隣への十分な配慮が必要です。

　また、公害防止のための資金融資について、県の融資制度などの照会を行っています。

鋼 球 を 使 用 し て 建 築 物 等 を 破 壊 す る 作 業

舗 装 版 破 壊 機 を 使 用 す る 作 業

ブ レ ー カ ー を 使 用 す る 作 業

0

0

0

さ く 岩 機 を 使 用 す る 作 業

空 気 圧 縮 機 等 を 使 用 す る 作 業

コ ン ク リ ー ト プ ラ ン ト を 使 用 す る 作 業

3

1

0

振 動 ロ ー ラ ー を 使 用 す る 作 業

合　　　　　　　　　　　　　　計

 　　ア　　学校教育法（昭和22年法律第26号）第１条に規定する学校

 　　イ　　児童福祉法（昭和22年法律第164号）第７条に規定する保育所
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1

38

バ ッ ク ホ ー を 使 用 す る 作 業

ブ ル ド ー ザ ー を 使 用 す る 作 業

ト　ラ　ク　タ　ー　ショ　ベ　ル　を　使　用　す　る　作　業

32

0

0

住宅専用地域、第１種中高層住居専用地域、第２種中高層住居専用地域、第１種住居地域、

（２） 前号に規定する区域以外の区域であって、次に掲げる施設の敷地の周囲80メートル以内



  　　する診療所のうち患者の収容施設を有するもの

 　エ　　図書館法（昭和25年法律第118号）第２条第１項に規定する図書館

 　オ　　老人福祉法（昭和38年法律第138号）第５条の３に規定する特別養護老人ホーム

(3) 交 通 騒 音 ・ 振 動

交通騒音・振動とは、自動車・鉄道・航空機などの交通機関による騒音・振動で、最も広く住民

生活に影響を及ぼしているものです。

① 自 動 車 に よ る 騒 音 ・ 振 動

　本市の主要幹線道路は、国道４０９号で南北に走っています。

ウ 医療法（昭和23年法律第205号）第１条の５第１項に規定する病院及び同条第３項に規定

　また、国道１２６号が市の南端を東西に走っています。

空港やショッピングモール等により、東関東自動車道から乗り入れる車両が増加していますが、

② 鉄 道 に よ る 騒 音 ・ 振 動

　本市の鉄道は、北部をＪＲ総武本線が北西から南東に走っています。

　市内には、八街、榎戸の２つの駅があり、通勤・通学の交通手段となっています。

(4) 深 夜 営 業 騒 音

　深夜営業騒音とは、飲食店などの深夜営業に伴う騒音をいいます。

現在のところ、大きな自動車騒音・振動問題は発生していません。

　今のところ、これらによる騒音・振動の問題は発生していません。

深夜営業で問題になる騒音は、ほとんどが深夜営業飲食店などからのカラオケによるものです。

　これは営業時間が深夜におよび、その騒音が睡眠や勉強の妨げとなっているためです。

　このような店では騒音防止対策についての積極的な姿勢が望まれます。

市では、騒音規制法及び環境保全条例に基づき指導をしていますが、原因者の騒音問題に

対する認識のあり方・取り組み姿勢が大切であり、関係機関の協力を得て対策の一層の推進を図

ります。
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２ 騒 音 ・ 振 動 の 対 策

（ １ ） 法 、 条 例 に よ る 規 制

　　本市は、騒音規制法及び振動規制法に基づく指定地域になっています。

指定地域は、都市計画法に基づく用途地域で、この地域はそれぞれの法律によって規制され

　ています。

　①　工場及び事業場騒音・振動

騒音・振動について、市では住民の健康を保護するとともに、生活環境を保全するため、用途

地域内では騒音規制法・振動規制法、用途地域外では市環境保全条例により、基準値を超え

　ないように指導しています。

基準は、規制対象地域内（指定地域）であって、定められた機械（「特定施設」という。）を用い

　る工場・事業場（「特定工場」という。）について適用しています。

　　この指定地域以外は、八街市環境保全条例によって規制されています。

そのほか、騒音規制法・振動規制法の指定地域外（「その他の地域」という。）または「特定

施設」を設置していない工場・事業場についても市環境保全条例の「騒音の基準」「振動の基

　準」にあてはめて騒音・振動の防止、その改善対策等を指導しています。

「特定施設」を設置する場合、届け出の義務を設け、規制基準を超える騒音・振動を発した

　時には改善勧告・改善命令を出し、施設の改善をさせています。

例えば、工場などの防音の方法として、消音器の取り付けや遮音材・吸音材の使用があります。

　　また、指向性を考えて音源の設置場所や向きを変えて解決される場合もあります。

防振の方法としては、工場などの施設と基礎との間に防振マット・ばねなどによる防振材を入

　れることや、基礎を厚くすることなどにより振動が地盤に伝わりにくくすることが考えられます。

　　本市における騒音・振動の規制基準は、表５－３、表５－４のとおりです。
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表５－３　騒音の規制基準

表５－４　振動の規制基準

時間の区分 昼　　　間 朝　　　夕 夜　　　間

８：００～１９：００
６：００～８：００

２２：００～６：００
区域の区分 １９：００～２２：００

　第1種低層住居専用地域

50デシベル 45デシベル 40デシベル
　第2種低層住宅専用地域

　第1種中高層専用地域

　第1種中高層住宅専用地域

　第1種住居地域

55デシベル 50デシベル 45デシベル　第2種住居地域

　準住居地域

　近隣商業地域

６5デシベル ６0デシベル ５０デシベル　商業地域

　準工業地域

　工業地域
70デシベル 65デシベル 60デシベル

　工業専用地域

　その他の地域 60デシベル 55デシベル ５０デシベル

時間の区分 昼　　　間 夜　　　間

区域の区分 ８：００～１９：００ １９：００～８：００

　第1種低層住居専用地域

60デシベル 55デシベル

　第2種低層住宅専用地域

　第1種中高層専用地域

　第1種中高層住宅専用地域

　第1種住居地域

　第2種住居地域

　準住居地域

　近隣商業地域

65デシベル 60デシベル
　商業地域

　準工業地域

　工業地域

　その他の地域
60デシベル 55デシベル

　（但し工業専用地域を除く）

－３３－



表５－５　　特定建設作業騒音・振動の規制基準

② 建 設 作 業

騒音について、騒音規制法や市環境保全条例では、くい打機、びょう打機、さく岩機、空気

圧縮機等を使用する作業を「特定建設作業」と定め、作業開始の７日前までの届け出を義務づ

けています。

振動についても、著しい振動を発生する機械等を使用する作業を「特定建設作業」として定

め、騒音と同じく作業開始の７日前までに、届け出ることになっています。

　 特定建設作業の規制基準は、表５－５のとおりです。

また、市では特定建設作業を行おうとする建設業者等にその届け出の際、近隣に対する説

明、騒音・ばい煙等の防止策、パトロール等の実施などをするよう指導し、問題の未然防止に

努めています。

特 定 建 設 作 業 の 種 類
敷地境界
線におけ　
る 騒 音

敷地境界
線におけ　
る 振 動

作業禁止　
　　　　　　
時     間

期　　　　間

休　　日

時　間 日

く い 打 機

　　85　　
デシベル

　　７５　　
デシベル

午
後
七
時
か
ら
翌
日
午
前
七
時
ま
で
の
間

一
日
十
時
間
を
超
え
て
行
わ
な
い
こ
と

連
続
し
て
六
日
を
超
え
て
行
わ
な
い
こ
と

日
曜
日
そ
の
他
の
休
日
に
行
わ
な
い
こ
と

く い 抜 機

く い 打 く い 抜 機

び ょ う 打 機 等

－
イ ン パ ク ト レ ン チ

さ く 岩 機

空 気 圧 縮 機
　　７５　　
デシベル

コ ン ク リ ー ト プ ラ ン ト
－

ア ス フ ァ ル ト プ ラ ン ト

鋼 球 を 使 用 し て 建 築

　　７５　　
デシベル

物 を そ の 他 の 工 作

物 を 破 壊 す る 作 業

舗 装 版 破 砕 機

ブ レ ー カ ー

ブ ル ド ー ザ ー

パ ワ ー シ ョ ベ ル

バ ク ホ ウ 等

振 動 ロ ー ラ ー
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振動の規制がされています。

③ 深 夜 営 業 騒 音

近年、深夜営業飲食店に伴う夜間のカラオケ、大声、乱暴なドアの開閉音などの営業騒音が

問題になっています。

これらについては、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」及び「風俗営業等

の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例」において深夜営業時間の制限、騒音・

また、市では、深夜の音の規制基準を超えないよう問題の未然防止を図るとともに、問題のある

④ 自 動 車 騒 音 ・ 振 動

騒音規制法及び振動規制法には、自動車による騒音・振動の限度が規定されており、これを

対象となる地域は、騒音規制法及び振動規制法の指定地域です。その地域内において限度

を超えていることにより、周辺の生活環境が著しく損なわれている場合は、県公安委員会に対し

て、道路交通法の規定による措置を要請することができます。

店鋪等に対しては改善するよう指導しています。

要請限度といいます。

　また、道路管理者や関係行政機関へ道路構造の改善や意見を述べることができます。

国　道　４　０　９　号

－３５－

　なお、自動車騒音及び振動の要請限度は、表５－６、表５－７のとおりです。



表５－６　　　自動車騒音の要請限度

（注）第1種区域・・・・・第1種低層住居専用区域、第2種低層住居専用地域

　　　　　　　　　　　　　　第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域

　　　第2種区域・・・・・第1種住居区域、第2種住居地域、準住居地域

　　　第3種区域・・・・・近隣商業地域、商業地域、準工業地域

　　　第4種区域・・・・・工業地域、工業専用地域

表５－７　　自動車振動の要請限度

（注）第1種区域・・・・・第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域

　　　　　　　　　　　　　　第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域

　　　第2種区域・・・・・第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域

時間の区分 昼　　　　間 朝　　・　　夕 夜　　　　間

８：００～１９：００
６：００～８：００

２２：００～６：００
区域の区分 １９：００～２２：００

第1種区域のうち1車線を
５５デシベル 50デシベル 45デシベル

有する道路に面する区域

第２種区域のうち1車線を
60デシベル 55デシベル 50デシベル

有する道路に面する区域

第1種区域及び第2種区域

70デシベル 65デシベル 55デシベルのうち2車線を有する道路

 に面する区域

第1種区域及び第2種区域

75デシベル 70デシベル 60デシベルのうち2車線をこえる車線

を有する道路に面する区域

第３種区域及び第４種区域

70デシベル 65デシベル 60デシベルのうち１車線を有する道路

 に面する区域

第３種区域及び第４種区域

75デシベル 70デシベル 65デシベルのうち2車線を有する道路

 に面する区域

第３種区域及び第４種区域

80デシベル 75デシベル 65デシベルのうち2車線をこえる車線

を有する道路に面する区域

時間の区分 昼　　　　　間 夜　　　　　間

区域の区分 ８：００～１９：００ １９：００～８：００

第　　1　　種　　区　　域 65デシベル 60デシベル

第　　2　　種　　区　　域 70デシベル 65デシベル
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の政策目標となります。

表５－８　　　　環境基準（騒音）

表５－９　　　　　道路に面する地域の環境基準（騒音）

（２） 環 境 基 準

　騒音防止の目的となるものとして「騒音に係る環境基準」が定められています。
この基準は、環境基本法第１６条第１項の規定に基づいて定められているもので、「環境上の条

件
として人の健康の保護及び生活環境の保全のうえで維持されることが望ましい基準」であり、行政上

地域の種類
基　　　　　　　準　　　　　　　値

昼　　　　　　間 夜　　　　　　間

ＡＡ ５０デシベル以下 ４０デシベル以下

Ａ及びＢ ５５デシベル以下 ４５デシベル以下

Ｃ ６０デシベル以下 ５０デシベル以下

（注）

　　から翌日の午前６時までの間とする。

１ 時間の区分は、昼間を午前６時から午後１０時までの間とし、夜間を午後１０時

　　地域など特に静穏を要する地域とする。

　　地域とする。

地　域　の　区　分
基　　　　準　　　　値

昼　　　　間 夜　　　　間

２ ＡＡを当てはめる地域は、療養施設、社会福祉施設等が集合して設置される

　３　Ａを当てはめる地域は、専ら住居の用に供される地域とする。

　４　Ｂを当てはめる地域は、主として住居の用に供される地域とする。

５ Ｃを当てはめる地域は、相当数の住居と併せて商業、工業等の用に供される

ただし、次表５－９に掲げる地域に該当する地域（以下「道路に面する地域とい

　　う。）については、表の基準値の欄に掲げるとおりとする。

－３７－

Ａ地域のうち２車線以上の車線を有する道路に面

60デシベル以下 ５５デシベル以下する地域

Ｂ地域のうち２車線以上の車線を有する道路に面

６５デシベル以下 ６０デシベル以下する地域及びＣ地域のうち車線を有する道路に面

する地域



　

　　　図６－１　　地盤沈下のしくみと抜け上がり現象

第 ６ 章 地 盤 沈 下

１ 地 盤 沈 下 の 現 状

一般に目立たないことが多いために、その恐ろしさを忘れがちな公害です。

　発見が遅れてしまい一度地盤が沈下すると、復元はほとんど不可能となってしまいます。

　幸い本市においては、現在こうした被害の発生している箇所はありません。

　地盤沈下は環境基本法第２条に公害として定義されています。

その被害にしても、直接人命に危害を及ぼしたり、構造物が急に破壊するといったこともなく、

これは長時間にわたってジワジワと地面が沈んでいく現象であるため、感覚的にはその進行が

わかりにくいものです。

地盤沈下の原因は、主に軟弱地盤地域における地下水の過剰汲み上げにより、地層内部の粘

土層の収縮によって発生します。また、水溶性天然ガスかん水の汲み上げによる場合もあります。
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表６－１　　　　　　地盤変動状況

45.9772

49.0031

56.0443

35.2273

53.6791

59.5697

38.9196

40.1262

43.1947

44.9667

65.0013

53.8020

44.2630

23.5385

42.0172

44.4306

43.0543

40.1398

－３９－

ＹＭ-14 八街ﾛ 145-3 県立八街高等学校 -12.9 -23.6-21.2 -25.3

59.5729

ＹＭ-13 榎戸 509-1 榎戸公民館 -11 -20.9 38.9346

ＹＭ-１２ 八街へ16-1 畜産総合研究センター 1.0 -14.0-8.2

-18.8

-8.1

-22.6

35.2292

ＹＭ-１１ 沖 1124-2 南部老人憩いの家 -0.7 -6.7 53.6798

ＹＭ-１０ 砂 390-2
ふれあいバス砂消防機庫
バス停

-0.1 -9.2-8.9

-6.8

-8.3

-5.9

49.0044

ＹＭ-９ 四木 141-1 石渡自動車 -3.2 -9.0 56.0457

ＹＭ-８ 四木 885-3 消防団第１３分団消防機庫 -0.7 -7.8-7.7

-7.9

-9.2

-9.8

43.0561

ＹＭ-７ 八街へ199 六区園芸組合集荷場 -0.5 -7.4 45.9771

ＹＭ-６ 八街に 45-79 二区コミュニティセンター -0.3 -11.9-7.2

-6.1

-9.8

-8.7

42.0253

ＹＭ-５ 八街ろ 142-35 ＪＡ全農ちば八街家畜市場 -7.7 -16.1 44.4375

ＹＭ-４ 八街ろ 59-10 西林コミュニティセンター -9.8 -17.4-16.2

-13.6

-18.9

-16.2

44.2649

ＹＭ-３ 岡田 163-2 電話柱（前畑支６２） -2.7 -16.5 23.5391

ＹＭ-２ 大谷流717 川上幼稚園 -2.7 -9.1-9.6

-7.0

-10.9

-6.0

65.0009

ＹＭ-１ 沖 1033 二州小学校沖分校 -0.4 -6.8 53.8025

35-278-007 山田台178 ＪＡいんば物流合理化センター 3.8 -5.5-6.9

-6.9

-8.4

-5.7

43.2039

3014 八街ほ 317-3 八街保育園 -8.7 -0.5 -9.7 44.9693

3013 文違 301-495 文違コミュニティセンター -17.9 -5.8 -18.4 -17.1

-11.0

標石番号

所在地 地盤変動量(mm） 標高（m）

大字 地番 目標 ２９年 ３０年 ３１年 ２年 令和３年 １月 令和４年 １月



　　　図６－２　　千葉県地盤沈下状況１年間変動図

　　　　　　　　　　（令和３年１月～令和４年１月）

※千葉県HPより

－４０－



　　　図６－３　　５年間累計の地盤沈下状況（５年間累計沈下量）

（平成29年1月1日～令和4年1月1日）

※千葉県HPより

－４１－



表６－２　　　年度別揚水量の推移 （単位：㎥）

表６－３　　　八街市における井戸本数（千葉県環境保全条例によるもの）

（令和４年４月１日現在）

　総量

　用途

－４２－

そ　　の　　他 7 17 7 17

合　　　　　 計 250 286 126 148 376 434

農　　業　　用 224 247 88 88 312 335

水道事業 1 9 1 9

専用水道等 13 16 18 45

建築物用
一般 5 5 3 3 8

29 31
水 道 用

8

し尿処理場 0 0

事業場数 井戸数 事業場数 井戸数 事業場数 井戸数

工 業 用
一般 7 9 10 11 17 20

工業用水道 0 0

年間揚水量 3,642,335 3,527,725 3,595,980 3,063,810 2,739,325 2,823,640

　区分ごとの 吐 出 口 断 面 積
計

１９㎠以上 １９㎠未満

2,925,475

（１） 地下水の汲み上げ状況

年　　　度 27 28 29 30 令和元 令和２ 令和３



表６－４　　　特定用途

工業の用途

鉱業の用途

建築物用地下水としての用途

農業の用途

水道事業 ・ 簡易水道事業 ・ 専用水道事業 ・ 小規模水道事業の用途

工業用水道事業の用途

１０ヘクタール以上のゴルフ場における散水の用途

　例外許可とは、表６－５に示すとおりです。

－４３－

（ ２ ） 例 外 許 可

揚水の新設において、上水道管の敷設がなく、地下水以外の水源を確保することが著しく困

難な場合のみ、使用期限、許可揚水量等の条件を付けて例外的に許可されることがあります。

   但し、地盤沈下防止の重要性に鑑み、「例外許可」の範囲は最小限にとどめるものとします。

しかし、本市では、この技術上の基準に適合する深さにおいては使用できる地下水が存在しな

いことから事実上の全面規制となり、原則として揚水施設の新設はできないことになっています。

（２）

（３）

（４）

（５）

（６）

（７）

合も新設扱いとなります。  

本市においては、ストレーナーの位置が250ｍ以深及び吐出口断面積が21㎠以下という基

準に適合しないと許可されません。

が必要です。

規制対象の揚水施設の設置は許可制であり、吐出口断面積の大きさにより市及び県の許可

また、既設の揚水施設についても、ストレーナーの位置の変更、揚水機の取換え修理を行う場

１ 　地盤沈下の対策
（１） 地 下水採取規制

地盤沈下対策には、地下水の保護及び適正な使用が必要であり、千葉県環境保全条例によ

り規制されています。

　本市では、昭和49年７月１日に地下水採取規制の指定地域となりました。

規制対象となるのは、ポンプの吐出口断面積（吐出口が２つ以上あるときはその断面積の合計）

（１）

が６㎠（φ27.6㎜）を超え、表６－４に示す特定用途に使用するものが該当します。



表６－５　　　例外許可

工業及び鉱業の用途のうち、専ら防災その他保安に係わる用途

建築物用地下水のうち、水洗便所に係る用途又は地震その他災害が

発生したときの非常用

農業の用途

水道事業 ・ 簡易水道事業 ・ 専用水道事業 ・ 小規模水道事業の用途

工業用水道事業の用途

既設井戸の据替えで、廃止した井戸に係わる用途と同一用途

　また、一般家庭においても、節水を呼びかけています。

さらに、地下水以外の水源の確保が可能になった場合に、その水源へ転換するよう指導して

います。

－４４－

（１）

（２）

（３）

（４）

（５）

（６）

（３） 水 利用 の合 理化

市では、限られた水源である地下水を有効に使い、少しでも地盤沈下を緩和するため地下水

を使用している工場・事業場及び農家について、使用工程の見直しや再循環利用等により一

層の使用削減に努めるよう指導しています。



表７－１　　　悪臭に係る苦情件数

悪臭苦情が多く見受けられます。

市では、牛舎、養豚場、養鶏場などの畜舎から出る悪臭と、そこから排出されるふん尿等を肥料と

して畑等にまいた場合による悪臭の苦情が多く、これらの経営に対する技術指導等を進めていま

す。

－４５－

活環境も守らなければなりません。

小規模な畜産の農家では、施設改善もなかなか出来ないのが現状でありますが、その周辺の生

　農業の振興と周辺環境の保全について、調和のとれた行政指導を進めています。

よる不快感をもつことがないような範囲で、表７－５で示す６段階臭気強度表示法による臭気強度

で2.5～3.5に対応する濃度になっています。本市は平成３年11月26日付で悪臭防止法に基づく適

用がうけられるようになりました。

本市では、用途地域においては、悪臭防止法で、その他の地域は市環境保全条例で規制してい

ます。

市環境保全条例では、「悪臭の規制基準は、周囲の環境等に照らし、悪臭を発生し、排出しまた

います。　

近年の宅地開発で、農村地域と住宅地域が混在化している地域では、畜産関係をはじめとする

は飛散する場所の周囲の人々の多数が著しく不快を感ずると認められない程度とする。」と定めて

1 1

２ 悪臭の対策
昭和47年に施行された悪臭防止法は、悪臭物質として表７－２で示す12物質を指定し、さらに、

平成５年９月に表７－３の10物質を追加しました。

また、同法の施行規則が平成６年４月に改正され、排出中の特定悪臭物質の規制基準の設定方

法が平成７年４月より施行されました。

　さらに、悪臭防止法の一部を改正する法律が平成８年４月から施行されています。

これらに定められている基準の範囲は、事業場の敷地境界線において、住民の大多数が悪臭に

件　数 2 2 2 0 1 2 0 1

第 ７ 章  　 悪　　　　臭

１ 悪 臭 の 現 状
悪臭は、人間の感覚に直接作用し、嫌悪感を与える代表的な感覚公害であり、その被害は比較

的一過性、局所的である場合が多いといえます。

悪臭に対する感覚は個人差があり、発生源も多種多様なため、悪臭物質の構成成分は数十万あ

るとも言われ、非常に複雑です。本市における悪臭苦情は、畜産関係、工場関係、商店関係等多

岐にわたっており、その対策や規制も難しくなってきています。

年　度 24 25 26 27 28 29 30 令和元 令和２ 令和３



これについても他人に迷惑をかけないように啓発に努めていますが、浄化槽の使用者は保守点

検、清掃を定期的に行い、ごみの場合は定められた収集日に決められたごみを出す心づかいをし

ていただくことが悪臭防止の対策となります。

また、千葉県では、悪臭防止対策の指針として、三点比較式臭袋法による指導目標値を表７－６

のとおり定めており、指導上の目安としています。

しかし、悪臭は全面的に解消することが難しいので、事業者には極力悪臭を出さないよう指導を

行っています。

－４６－

そのほかには、工場・事業場から発生する悪臭がありますが、これもその作業や工程を十分確認

後、それに応じた悪臭防止対策の設置を指導しています。

　更に、家庭生活においては、浄化槽、ごみといったものが悪臭の発生源になります。



表７－２　　悪臭防止法規制基準及び主な発生事業所

プ　ロ　ピ　オ　ン　酸
ＣＨ３ＣＨ２ＣＯＯＨ

０．０３～０．２ 脂 肪 酸 製 造 工 場 、 染 色 工 場 等

－４７－

ノ　ル　マ　ル　酪　酸
ＣＨ３（ＣＨ２）２ＣＯＯＨ

０．００１～０．００６ 畜 産 事 業 場 、 化 成 場 、 で ん 粉 工 場

イ  ソ  吉  草  酸
（ＣＨ３）２ＣＨＣＨ２ＣＯＯＨ

０．００１～０．０１ 畜 産 事 業 場 、 化 成 場 、 で ん 粉 工 場

ノルマル吉草酸
ＣＨ３（ＣＨ２）３ＣＯＯＨ

０．０００９～０．００４ 畜 産 事 業 場 、 化 成 場 、 で ん 粉 工 場

ア セ ト ア ル デ ヒ ド
ＣＨ３ＣＨＯ

０．０５～０．５

ア セ ト ア ル デ ヒ ド 製 造 工 場 、 酢 酸 製 造

工 場 、 酢 酸 ビ ニ ル 製 造 工 場 、 タ バ コ 製

造 工 場 、 複 合 肥 料 製 造 工 場

ス　　チ　　レ　　ン
Ｃ６Ｈ５ＣＨＣＨ2

０．４～２

ス チ レ ン 製 造 工 場 、 ボ ル リ ス チ レ ン 製

造 加 工 工 場 、 Ｓ Ｂ Ｒ 製 造 工 場 、 Ｆ Ｒ Ｐ

製 品 製 造 工 場 、 化 粧 合 板 製 造 工 場

硫　化　メ　チ　ル
（ＣＨ３）２Ｓ

０．０１～０．２

クラフトパルプ製造業、医薬品製造業、

石油精製業、ごみ処理場、し尿処理場、

下水処理場

二　酸　化　メ　チ　ル
（ＣＨ３）２Ｓ２

０．００９～０．１

ク ラ フ ト パ ル プ 製 造 業 、 化 成 場 、 魚 腸

骨 処 理 場 、 ご み 処 理 場 、 し 尿 処 理 場 、

下水処理場

ト リ メ チ ル ア ミ ン
（ＣＨ３）３Ｎ

０．００５～０．０７

畜産農業、化成場、 複合肥料製造業、

魚 腸 骨 処 理 場 、 水 産 缶 詰 製 造 業 等

フェザー処理場

メチルメルカプタン
ＣＨ３ＳＨ

０．００２～０．０１

でん粉製造業、クラフトパルプ製造業、

し尿処理場、石油精製業、医薬品製造

業、ごみ処理場、下水処理場

ア　ン　モ　ニ　ア
ＮＨ３

１～５

畜産農業、し尿処理場、鶏糞乾燥工場、

化学肥料製造業、下水処理場、化成場、

ごみ処理場

硫　　化　　水　　素
Ｈ２Ｓ

０．０２～０．２

畜 産 農 業 、 化 成 場 、 で ん 粉 工 場 、 ク ラ

フ ト パ ル プ 製 造 業 、 し 尿 処 理 場 、 セ ロ

ハン製造業、ごみ処理場

物　　質　　名
規制基準値の範囲

（単位　ＰＰＭ）
主　な　発　生　事　業　場



表７－３　　追加１０物質の概要

－４８－

メチルイソブチルケトン １～６
刺激的なシンナーの
ような臭い

ト ル エ ン １０～６０ ガソリンのような臭い

キ シ レ ン １～５ ガソリンのような臭い

プロピオンアルデヒド ０．０５～０．５

悪臭防止
法施行規
則 第 ２ 条
に規定す
る 方 法 に
より定める

塗装工場、その他の
金属製品製造業、自
動車修理工場、印刷
工場、魚腸骨処理
場、油脂系食料品製
造工場、輸送用機械
器具製造工場等

刺激的な甘酸っぱい
焦げた臭い

ノルマルブチルアルデヒド ０．００９～０．０８
刺激的な甘酸っぱい
焦げた臭い

イソブチルアルデヒド ０．０２～０．２
刺激的な甘酸っぱい
焦げた臭い

ノルマルバレルアルデヒド ０．００９～０．０５
むせるような甘酸っぱ
い焦げた臭い

イソバレルアルデヒド ０．００３～０．０１
むせるような甘酸っぱ
い焦げた臭い

イ ソ ブ タ ノ ー ル ０．９～２０

塗装工場、その他の
金属製品製造業、自
動車修理工場、木工
工場、繊維工場、そ
の他の機械製造工
場、印刷工場、輸送
用機械器具製造工
場、鋳物工場等

刺激的な醱酵した臭
い

酢 酸 エ チ ル ３～２０
刺激的なシンナーの
ような臭い

物　　質　　名
敷地境界における
規制基準の範囲

（単位ｐｐｍ）

排出口に
おける規
制基準

主要発生事業場 に　　　お　　　い



表７－４　　測定方法の概要

　

分析

採取袋に

表７－５　　６段階臭気強度表

臭気強度 内　　　　　　　　　　　　容

0 無　臭

1 やっと感知できるにおい（検知閾値濃度）

2 何のにおいであるか判る弱いにおい（認知閾値濃度）

3 楽に感知できるにおい

4 強いにおい

5 強烈なにおい

１０ℓ／ｍｉｎで５分間

採取袋に

イ ソ 吉 草 酸 ムを被覆したガラス

プ ロ ピ オ ン 酸 ビーズに吸着 ガスで装置に導入

－４９－

塩 化 水 素

ガスクロマトグラフ法

試料濃縮管で濃縮
メチルメルカブタン ５分間に一定流量で

塩 化 メ チ ル

二 酸 化 メ チ ル

ト リ メ チ ル ア ミ ン
１０～２０ℓ／ｍｉｎで ろ紙から一定量の

５分間ろ紙に吸着 水に溶出させる

ア セ ト ア ル デ ヒ ド
２，４ジニトロフェニルヒドラ
ジン＋りん酸溶液に捕集

ス チ レ ン
採取容器に５分間

濃 縮 管 で 濃 縮
一 定 流 量 で 採 気

ノ ル マ ル 酪 酸 ５ℓ／ｍｉｎで５分間 採取試料にぎ酸を

ノ ル マ ル 吉 草 酸 水酸化ストロンチウ
注 入 し キ ャ リ アー

物 質 の 種 類 分 析 方 法 試 料 採 取 方 法 等 試 料 の 調 整 等

ア ン モ ニ ア 吸 光 光 度 法
１０ℓ／minで５分間 捕集した溶液を直接

ほう酸水溶液に捕集



表７－６　　三点比較式臭袋法による指導目標値

三点比較式臭袋法による測定

１　　準備前

試料採取用の器材を準備するとともにパネルの手配をする。

２　　試料採取

排出口又は環境での悪臭の試料を採取する。

３　　官能試験

採取した試料を６人のパネルにより臭気の判断を行う。

４　　臭気濃度算出

パネルによる臭気の判断結果を統計的に処理して臭気濃度

を算出する。

５　　後整理

器材の洗浄等を整理する。

三点比較式臭袋法による測定手順の概略は次の手順となる。

－５０－

工業・商店住
居混在地域

近隣商業・商業・準工業、工業
団地を除く未指定地域

1,000 20

工業系地域

工　　　業

2,000 25工業専用

工業団地

住居系地域

第１種低層住居専用地域

500 15

第２種低層住居専用地域

第１種中高層住居専用地域

第２種中高層住居専用地域

第１種住居地域

第２種住居地域

準住居地域

地　　　　　　　　域
臭気口における臭気濃
度

敷地境界における臭気
濃度



１　ごみ処理の現状

第　８　章　　　廃　 棄　 物

（１）　概　要

本市のごみの排出量は、平成２３年度の増加以降、近年の環境意識の向上により、減少しています。

また、平成１０年度に嵩上げ工事が完了した最終処分場の残余年数が９年程度と見込まれたため、

平成２１年度から家庭ごみの分類を見直し、燃やせないごみとしてそれまで埋め立てていたプラスチック

製容器包装、硬質プラスチック、小型家電製品を新たに分別収集し資源化を進めています。

令和３年度における市民１人当たりのごみ排出量は、８９８ｇ／人・日、建設費（起債元本･利子）を含む

ごみ処理経費は、１５，１１４円／人・年となっています。

今後は、ごみ分別に係る中間処理経費等を抑制するため、市民の皆様の協力を仰ぎ、市内、約１，９００

箇所のごみステーションにおけるごみ分別の更なる適正化に努めることにより、ごみ処理経費の削減を図り

つつ、３Ｒの推進による循環型社会の構築を推進していきます。

　　

－５１－



　

(3)　処　理

業者への委託により収集されたごみを有料で受け入れています。

　収集されたごみは、市クリーンセンターに搬入し処理されます。（表８－３）

　もやせるごみは、焼却処分し、もやせないごみは最終処分場へ埋立て処分しています。

また、ペットボトル、ビン、カン、プラスチック製容器包装、金物、小型家電、硬質プラスチック、かん

電池、古紙については、リサイクルするために再資源化処理を行っています。

－５２－

これらのごみは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき、事業所が責任を持って処分しなけれ

います。

ばなりません。

市クリーンセンターでは、このうち「一般廃棄物」について、事業者自ら、若しくは表８－２に示す許可

　③　動物の死体

　  ペットとして飼っていた犬、猫などの死体については、有料で戸別収集を行い処理します。

 　 なお、ペットはできる限り家庭で供養していただくようお願いしております。

区分されます。

　  また、道路や空き地などで死んでいる飼い主不明の動物については、市が回収処理しています。

（２）　収　集

 ①　一般家庭

本市の家庭ごみの収集方法は、表８－１に示すとおり、大きく分けて１０種類の区分により収集を行って

もやせるごみ、もやせないごみ、ペットボトル、ビン、カン、プラスチック製容器包装、金物・小型家電・

硬質プラスチック、かん電池の８種類は指定ごみ袋に入れ、古紙はひもでしばるか紙袋に入れるなどして、

それぞれ決められた日に収集しております。

　粗大ごみについては、市内を４地区に分け予約制による有料戸別収集を行っています。

　②　事業所

工場や 店舗など 、事業活動 に伴っ て排出され る ご みは、「産業廃 棄物」と 「一般廃棄物 」に



表８－１　　家庭ごみの分け方・出し方

－５３－



表８－２　　　一般廃棄物処理業（事業系一般廃棄物収集運搬業）許可業者一覧表

表８－３　　　ごみ処理実績（平成２４年～令和３年） （単位：ｔ）

70 3,396 3,146 778 23,310

－５４－

3

68,632 13,475 231 222 369 247 419 957

67,894 12,960 185 225 343 287

2

69,649 13,475 300 207 369 233 400 884 54 3,612 2,925 770 23,22931

70,527 13,086 319 198 375 233 392 905 51 3,443 2,638 656 22,29630

46 4,239 3,556 276 24,274

49 3,964 2,764 446 23,04871,442 13,236 398 186 394 238 402 97129

72,196 13,449 435 184 413 238 409 1,02928

24,428

50 4,407 3,648 351 24,296

42 4,365 3,654 344

272 438 1,025 43

27

73,361 13,482 458 190 413 258 421 80126

72,861 13,389 461 183 420 236 411 740

4,317 3,645 358

25,23024

25

73,615 13,819 494 176 428 284 461 1,065 38 4,225 3,855 385

24,97872,897 13,764 498 187 431

年度 人口（人）
(10月1日現在）

収　　集　　ご　　み
事業系
（有料）

一般持込

（無料） その他 計
可燃 不燃 ペット ビン カン プラ 古紙 粗大

八 許 第 ３ １ 号 (有)クリーン事業 043-286-8688 千葉市稲毛区長沼原町２７９－８

八 許 第 ３ ２ 号
（株）北総フォレスト
（※枝木限定）

0476－80－5211 印西市岩戸3298－1

※令和４年３月３１日現在

八 許 第 １ ６ 号 （株）富里興業 043-445-5979 八街市勢田４７６－２

八 許 第 ２ ７ 号 島田商事（有） 043-496-7537 印旛郡酒々井町酒々井１６８８－３

八 許 第 ２ ９ 号 （株）コーヨーテクノ 047-488-9188 八千代市島田台１１９０－１０

八 許 第 ６ 号 共同リサイクル（株） 0476-35-2635 成田市三里塚光ヶ丘１－８６２

八 許 第 １ ２ 号 (株)ダスティ 043-257-7877 千葉市若葉区みつわ台５－１－９８

八 許 第 １ ３ 号 (株)北辰産業 043-489-7969 四街道市四街道１５４４－２

八 許 第 １ 号 （有）八街環境 043-442-0629 八街市八街に６１－１

八 許 第 ３ 号 （株）環境美装 0476-93-5246 富里市七栄５３３－７８

八 許 第 ５ 号 （有）藤乃木総業 043-443-1076 八街市大木６７２－１２７

許可番号 業　　者　　名 電　話　番　号 住　　　　　　　　所

415 890 56 3,382 3,081 421 22,245



○　新聞、ダンボール、雑誌、紙パック、雑がみは古紙として出す

○　料理は、食べ残さないように適量を作る

○　引き取り可能なビン類は、返却する

○　流しの生ごみは、水をよく切ってから出す

○　無駄な包み紙は断る

○　生ごみ等は、たい肥化し利用する

○　資源ごみを再生利用する

２　ごみ処理の対策
　（１）　ごみの減量

　 ①　減量化

ど う し た ら 減 ら す こ と が で き る か

ごみの中から雑がみを古紙として分別し資源化することで、燃やせるごみを減らしていきます。

広報やホームページの掲載、施設見学等を通して、市民のごみの分別に対する意識を高め、燃やせる

また、埋め立てを行っている最終処分場の延命化を図るため、燃やせないごみの袋に混入されやすい

プラスチック製品や鉄製品を資源ごみとして分別し、埋め立てごみを減らしていきます。

－５５－



表８－４　　資源回収実施奨励金

　（奨励金の対象となる資源ごみ）

（資源回収の流れ）

③回収量報告及び支払 協定書 補助金の交付

⑤奨励金の交付

②回収

及び売却

－５６－

　１　ごみの減量化と資源の有効活用を推進し、リサイクル意識の向上や再資源化を図る。

　２　実施団体（区、町内会、子供会など）に回収量１㎏につき４円の奨励金を交付する。

①実施登録 ④回収量の申請

　１　古紙類（新聞、雑誌、段ボール、牛乳パック、雑がみなど）

　２　スチール缶

　３　アルミ缶

　（実施団体の登録要件）

　１　市内で活動する市民団体であること

　２　資源ごみ集積所を設置し、管理できること

 ３ 計画的な集積活動ができること

②　資源回収

資源回収とは、古新聞や雑誌、ジュースの缶、などをごみとして捨てるのではなく、資源物として回収し、

ごみの再資源化を図ることです。

　市では、表８－４に示すとおり奨励金制度を設け資源の有効活用を推進しています。

（概要）

実施団体 八 街 市

酒八富再資源化事業協同組合八街支部



　悪質なものになると、夜中にダンプカーで運搬し、空き地や山林に捨てていくものもあります。

－５７－

そこで、市では、不法投棄等の不適正処理の防止と適正処理を図るため、平成４年４月１日より不法投棄

監視員制度を設け、監視及び啓発を連携強化しております。

　また、通報やパトロールで投棄者が判明した場合には、指導等を行っています。

です。　

ま た 、 た ば こ の 吸 い 殻 の 投 げ 捨 て は 、 火 災 原 因 に も

なりますので、絶対にしないでください。

土 地 所 有 者 等 が 一 体 と な っ て 、 清 潔 で 美 し い ま ち づ く り を

進めます。

（４）　不法投棄の防止

「八街市さわやかな環境づくり条例」を中心に市と市民、事業者、

一部の不心得者のために道路、空き地、山林等にごみが絶えません。不法投棄されるごみは、建築

資材、商店ごみが多く、家庭からの一般ごみもかなりあります。

　

（３）　ポイ捨て対策

「八街市さわやかな環境づくり条例」いわゆるポイ捨て禁止条例が平成10年11月１日から施行され、空き

缶や空きびん・たばこの吸い殻などの投げ捨て、飼い犬のふんの放置が禁止されました。

この条例は市民、事業者、土地所有者、占有者、八街市を訪れ

る人すべてが対象になり、ごみのポイ捨てをすると２万円以下の罰

金を科されることがあります。

空き缶や空きびんの投げ捨ては、街を汚すだけでなく、大変危険

本稼働を開始しました。

しかしながらいかなる処分場であっても、

一人ひとりが収集処分する側の身になっ

て、ごみの減量化や分別収集に協力して

いかなければなりません。

市ではこれからも、効率的で正に処理で

き適るような体制づくりを進めていきます。

埋立て可能な量は限られていますので、

（２）　処理体制の充実

ごみを適正に処理するためには、収集、運搬、処分とそれぞれの体制を充実させることが必要なこと

から、市ではこれまで焼却場の建設や最終処分場の整備を行ってきました。

現在の最終処分場は平成10年度に嵩上げ工事が完了し、平成11年４月から埋立てを開始するとともに、

次世代社会を見据えた環境保全機能を備えた高度ごみ焼却処理施設として建設され平成14年12月から



市は、ごみの適正な処理を維持するため市の「ごみ収集カレンダー」裏面に「家庭ごみの分け方・

出し方｣を掲載して各家庭に配布しています。

－５８－

よう指導しています。

　さらに、定期的なパトロールの強化、 立看板の設置等をし、よりよい環境づくりに努めています。

しかし、不法投棄は、投棄者を見つけることが難しい場合が多く、一度誰かが捨てると、そこがごみの

投棄場所になってしまいます。

最終的には土地所有者に管理の徹底をお願いするとともに、場所によっては柵や塀を設置していただく



表８－５　　　　浄化槽汚泥の処理施設概要

　生し尿　　　　４３ＫＬ／日

　浄化槽　　  １５２ＫＬ／日

　合　 計　　　１９５ＫＬ／日

　主　処　理　：　高負荷脱窒素処理方式

　高度処理　 ：　砂ろ過・活性炭吸着

　汚泥処理　 ：　脱水・堆肥化

　脱臭処理　 ：　生物脱臭・薬液洗浄・活性炭吸着

表８－６　　　　八街市における汚泥の収集・運搬機材

台　　　　数 4 1 3 0 2

－５９－

　稼働能力は、し尿処理施設が43KL/日、汚泥処理施設が152KL/日です。　

１　．処　理　能　力

２　．処　理　方　法

車　　　　種 ３．０ＫＬ ３．４ＫＬ ３．５ＫＬ ３．６ＫＬ ３．７ＫＬ

なお、同組合の処理施設の概要は表８－５、八街市の汚泥の収集・運搬機材は表８－６のとおりです。

　同組合は平成15年３月から新しい処理施設が稼働しています。

３　し 尿 の 現 状
　（１）　し尿処理

市のし尿については、印旛衛生施設管理組合（佐倉市、四街道市、八街市、富里市、酒々井町で

組織している。）で、し尿及び浄化槽汚泥処理に関する業務を、昭和38年から共同で実施しています。



表８－７　　地域別し尿汲み取り及び浄化槽の清掃業者

（株）五十嵐商会

八街市八街は10-35

大成企業（株）

八街市八街ほ371-9南部地域

三区、四区、六区、大東、夕日丘、四木、滝台、沖、

山田台、大谷流、小谷流、根古谷、岡田、用草、勢田、

東吉田、吉倉、砂、上砂、希望ヶ丘、ガーデンタウン TEL　４４３－３２３１

－６０－

　地域別の汲み取り及び清掃業者は表８－７のとおりです。

地　　域 行　　　政　　　区　　　域
し尿汲み取り及び浄化
槽の清掃業者名（連絡
先）

北部地域

一区、二区、五区、七区、朝日、富山、文違、住野、

榎戸、大関、真井原、西林、泉台、みどり台、藤の台、

ライオンズガ－デン、喜望の杜、八街榎戸学園台 TEL　４４３－４６７６

　（２）　し尿収集

　本市のし尿汲み取り及び浄化槽の清掃については、市が許可した２業者が行っています。



表８－８　　　令和３年度　し尿処理実績（令和３年４月～令和４年３月）

（単位 kl）

計 1413.11 1297.18 6414.51 1195.50 5386.14 1708.67

－６１－

2月 98.23 107.56 458.71 76.26 446.78 184.01

3月 123.71 114.89 624.88 98.72 539.88 151.96

12月 132.99 119.14 486.39 102.81 462.05 113.31

１月 114.45 90.66 614.43 96.24 421.65 102.78

10月 117.43 113.77 522.08 96.38 461.13 107.62

11月 125.28 92.47 463.97 100.81 409.45 162.34

8月 124.68 90.03 468.39 106.48 364.28 183.63

9月 109.96 94.82 456.17 98.17 439.04 102.59

6月 121.00 105.08 541.34 104.25 473.03 153.17

7月 117.62 117.99 601.00 106.53 429.05 131.60

４月 114.32 150.08 566.58 114.65 490.65 210.97

5月 113.44 100.69 610.57 94.20 449.15 104.69

月

大　成　企　業 五　十　嵐　商　会

生し尿
浄化槽

生し尿
浄化槽

単独 合併 単独 合併



　表８－９　　　　　浄化槽規模別設置状況（令和２年度）

計 -16 156

<合併処理浄化槽概要書集計より>

－６２－

５１人～　１００人 0 1

１０１人～５００人 0 0

５００人以上 0 0

１０人以下 -16 149

１１人～　２０人 0 2

２１人～　５０人 0 4

　合併浄化槽の令和３年度末現在の把握基数は１１，２８３基です。

また、第４章 水質汚濁 で記述しましたが、家庭用小型合併処理浄化槽設置の補助制度がありますの

で、これを利用していただくよう指導しています。

今後は、下水道の普及により、接続できる地区では、設置基数は減少してきますが、下水道認可区域外

 では、増加していくものと思われます。

なお、浄化槽の設置等の手続き及び設置基準、関係者の責務等については、浄化槽法のほか、各

関係法令並びに千葉県浄化槽取扱指導要綱により定められています。

規　　模　　別 単　独　浄　化　槽 合　併　浄　化　槽

　規模別では、処理対象人員が10人以下のいわゆる家庭用浄化槽が大部分を占めています。

（３）　浄 化 槽



　表８－１０　　浄化槽検査手数料

　なお、市の許可を受けた業者は、表８－７に示したとおりです。

501以上 26,000円 20,000円 22,000円

法定検査済証

浄化槽の保守点検は、機械の点検・調整、スカム・汚泥の状況確認や消毒剤の補充などを行います。

浄化槽保守点検契約済証 浄化槽清掃済証

－６３－

保守点検に必要な専門的知識・技術及び器具機材がない場合は、県条例に基づき千葉県知事の登録

を受けた業者に設置者が直接委託してください。

　また、浄化槽の清掃は、市が許可した清掃許可業者に依頼することになります。

 51～100 18,000円 12,000円 14,000円

101～300 20,000円 14,000円 16,000円

301～500 22,000円 16,000円 18,000円

10以下 10,000円  5,000円  5,000円

11～20 14,000円  8,000円 10,000円

21～50 15,000円  9,000円 11,000円

　浄化槽の使用者は、浄化槽法により年１回の法定検査が義務づけられています。

　法定検査は毎年必ず受けて早期に不適正箇所を発見し改善しましょう。

法第7条検査 法第11条検査

設置後の水質検査 定期検査

合併浄化槽 単独浄化槽 合併浄化槽

種 類

人槽区分



４　し 尿 の 対 策

表８－１１　　保守点検の回数

単独浄化槽 （みなし浄化槽）

合併浄化槽

<※ 上記以外の処理方式の場合は、メーカー指定の回数で点検>

回転板接触、
接触ばっ気、

散水ろ床

① 砂ろ過装置、活性炭吸着装置又は凝集槽を
　　有する

1週

② スクリーン及び流入調整タンク又は流入調整
　　槽を有する（①を除く）

2週

①、②以外 3月

－６４－

処理方式 浄化槽の種類 点検期間／１回

分離接触ばっ気、
嫌気ろ床接触ばっ気、
脱窒ろ床接触ばっ気

処理対象人員が20人以下 4月

処理対象人員が21人～50人以下 3月

活性汚泥 1月

分離接触ばっ気、
分離ばっ気、単純ばっ気

処理対象人員が20人以下 4月

処理対象人員が21人～300人以下 3月

処理対象人員が301人以上 2月

散水ろ床、平面酸化床、
地下砂ろ過

6月

　（１）　浄化槽の保守点検及び清掃の徹底

　浄化槽は、保守点検や清掃を怠ると水質汚濁や悪臭など公害の発生原因になります。

　快適な日常生活を営むためにも、正しい知識を持ち、適正に取り扱うことが必要です。

　そのため市では、浄化槽の維持管理に対する啓蒙に努めるとともに、指導を行っています。

処理方式 浄化槽の種類 点検期間／１回

全ばっ気

処理対象人員が20人以下 3月

処理対象人員が21人～300人以下 2月

処理対象人員が301人以上 1月



－６５－



（２）　汚泥の処理

し尿処理過程で発生した汚泥（余剰汚泥）は、一般に脱水して埋立て等により処分をしますが、印旛

衛生施設管理組合では脱水汚泥を発酵させ有機肥料として製品化し、再利用しています。

－６６－



表８－１４

石炭がら、焼却炉の残灰、炉清掃廃棄物、その他の焼却かす

排水処理後のでい状のもの、各種製造業の製造工程で排出されたでい状のもの、活性汚泥

法による余剰汚でい、ビルピット汚でい、カーバイトかす、ベントナイト汚でい、洗車場おでい

など

鉱物性油、動物性油、潤滑油、絶縁油、洗浄用油、切削油、溶剤タールピッテウェスなど

写真定着廃液、廃硫酸、各種の有機廃酸など、すべての酸性廃液

写真定着廃液、廃ソーダ、金属せっけん液などすべてのアルカリ性廃液

合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず（廃タイヤも含む）など固形状液状のすべての合

成高分子系化合物、発泡スチロール、写真フィルム、ペットボトル、ビニール、プラスチック製

品など

天然ゴムくず

鉄くず、鉄鋼、非鉄金属の研磨くず、空き缶、スチール机、ロッカーなど

ガラスくず、（ビン類）、耐火レンガくず（工作物でない物）、陶磁器くず、石膏ボード、アスベス

ベスト及びアスベストのコンクリート固化物など

鋳物廃砂、高炉、平炉、電気炉、など溶解炉のかす、ボタ、不良切開、粉灰かすなど

工作物の除去にともなって生ずるコンクリートの破片、レンガの破片、アスベストコンクリート製

品、その他これに類する不要物

大気汚染防止法に定めるばい煙発生施設又は産業廃棄物の焼却施設において発生するば

いじんであって、集じん施設によって集められたもの

ＰＣＢが塗布されているもの

パルプ製造業、紙製造業、紙加工品製造業、新聞業、出版業、印刷、加工業から生ずる紙、

板紙のくずなど

①建設業に係るもの（工作物の除去に伴って生じたものに限る）

②木材又は木製品製造業（家具製造業を含む）、パルプ製造業輸入木材卸売業から生ずる

　 木材片、おがくず、バーク類など

衣服その他の繊維製品製造業から生ずる木綿くず、羊毛くず等の天然繊維くず

食品製造業、衣料品製造業、香料製造業から生ずるあめかす、のりかす、醸造かす、発酵か

す、魚、獣のあらなど

畜産農業から排出される牛・馬・豚・めん羊・山羊・にわとりなどのふん尿（畜産類似業も含

む）

畜産農業から排出される牛・馬・豚・めん羊・山羊・にわとりなどの死体

航行廃棄物及び携帯廃棄物を除く廃棄物

－６７－

特
定
の
事
業
活
動
に
伴
う
も
の

１４．紙くず

１５．木くず

１６．繊維くず

１７．動植物性残渣

１８．動物のふん尿

１９．動物の死体

２０．以上の産業廃棄物を処分するために処理したもので、上記の産業廃棄物に該当しないもの

輸入された廃棄物

これらは、事業者自らが適切に処理するか、県の許可した産業廃棄物処理業者に処理してもらう方法が
ありますが、総排出量が年間数億トンと言われており、質的にも多種多様で不適正な処理がなされると環

境
に著しい悪影響を及ぼすおそれがあるため、厳しい規制が行われています。

　

区分 種　　　類 具　　　　　　　　　　　体　　　　　　　　　　　例

あ
ら
ゆ
る
事
業
活
動
に
伴
う
も
の

１．燃えがら

２．汚でい

３．廃油

４．廃酸

５．酸アルカリ

６．廃プラスチック

７．ゴムくず

８．金属くず

９．ガラスくず及び

　　陶磁器くず

１０．鉱さい

１１．コンクリート

　　 の破片等

１２．ばいじん

１３．紙くず

５　産業廃棄物の現状と対策
　（１）　概　要

産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」によ
り 、
建設廃材、燃えがら、汚泥、廃油、廃酸、廃プラスチックなどの19種類が定められています。



揮発油類、灯油類、軽油類等

水素イオン濃度指数（ｐｈ）２．０以下の廃酸

水素イオン濃度指数（ｐｈ）１２．５以上の廃アルカリ

医療機関等から発生する注射針、注射筒、廃血液等

ＰＣＢが塗布された紙くず、ＰＣＢを含む廃油、ＰＣＢが封入された廃プラスチック類若しくは金

属くず

建築物から除去した石綿、石綿含有保温剤、作業に用いたプラスチックシート、防じんマスク

、発じん機又は集じん機で集められた石綿等

有害物質が厚生労働省で定める埋立の判定基準に適合しないもの

（注）廃棄物処理法では、産業廃棄物に該当しないものを一般廃棄物としている。

　　　 なお、有価物及び次のものは法の対象とならない。

①　気体状のもの

②　放射性物質及びこれによって汚染されたもの

③　港湾、河川等のしゅんせつに伴って生ずる土砂やその他これに類するもの

④　漁業活動に伴って魚網にかかった水産動植物等であって当該漁業活動を行った

　　 現場付近において排出されたもの

⑤　土砂及びもっぱら土地造成の目的となる土砂に準ずるもの

図８－２　　　　　　　　　　　　　　　　 廃棄物処理の流れ

自　己　埋　立　処　分　 委　託　処　分

－６８－

（２）　事業者の処理責任

○ 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければなりま

　　せん。（排出者責任の原則）

　○　事業者は、その産業廃棄物を自ら処理しなければなりません。（自己処理責任の原則）

　　

発　　生

分　　別

再　生　利　用 中　間　処　理

特
別
管
理
産
業
廃
棄
物

廃 油

廃 酸

廃 ア ル カ リ

感染性産業廃棄物

特
定
有
害
産
業
廃
棄
物

廃ＰＣＢ、ＰＣ
Ｂ汚染物

廃石綿等

有害産業廃
棄物



図８－３

 

伝　票 伝　票

処分確認伝票

収集運搬費
処　理　費

（５）　対　策

－６９－

②　収集・運搬の基準　・・・　飛散・流出しないようにし、悪臭が漏れることのない運搬車・運搬容器等を用

　　　　　　　　　　　　　　　　　 　いなければなりません。

（４）　処理委託の手順

排出事業者が自ら処理することが原則ですが、やむを得ず委託する場合は次の手順で委託処理を行

います。

委　託　処　理　の　流　れ

委託契約

廃棄物 廃棄物

排出業者 収集運搬業者 処分業者

　なお、産業廃棄物処理業者に一般廃棄物の処理等の委託はできません。

 　現在、八街市には、中間処理施設が７箇所あり、事業を実施しています。
市では、これら処理施設の管理等適正に行われているか監視するとともに、収集運搬業者に対しても適

正
な処分場に運搬するよう指導しています。

（３）　処理の基準

産業廃棄物の処理とは、廃棄物が発生してから最終的に処分されるまでの行為、すなわち廃棄物の

「分別」、「保管」、「収集」、「運搬」、「発生」及び「処分」までの一連の流れの行為をいいます。

　

①　保管の基準　・・・・・・・　　保管施設により行い、飛散・流出・地下浸透・害虫・悪臭の発生などないよう

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　にしなければなりません。

場の確保」という課題が生じてくる傾向にあります。

　今後もパトロール等を強化し、よりよい環境の保全に努めていきたいと思います。

しかし、増え続ける廃棄物に対して、処分する場所が無いという苦情が増えており、今後は「適正な処分



１ 　衛生害虫駆除

２ 　食品衛生

　○ 水洗いが一番！

　○ 調理器具は魚専用のものを！

　○ 調理器具は洗浄・消毒が大切！

　○ 保存は冷蔵庫で、できるだけ５ ℃ 以下に！
殖えるのが早い菌なので、生食用魚介類は、わずかな時間でも必ず冷蔵保存しまし

ょう。冷蔵庫内では、他の食品とくっつけないのが大切です。

－７０－

腸炎ビブリオ菌食中毒予防のポイント

真水に弱いので、鮮魚介類は流水でよく洗ってから保存・調理をしましょう。

二次汚染防止のため、包丁、まな板、ふきんなどは魚専用を決めて使用しましょう。

熱に弱いので、使用後は洗浄・消毒・乾燥を十分にしましょう。

第 ９ 章 環 境 衛 生

ハエ、蚊等の害虫を駆除するためには、発生源で絶滅させることが大切です。特に夏季は、ハエ・

蚊等の害虫が活躍する時期なので、官民一体となって衛生的な住みよい環境づくりが必要となりま

す。

本市においては、畜産農家から発生するハエの苦情が、毎年数件寄せられており、衛生的な施

設への改善等を指導しています。

食中毒を引き起こす食中毒菌には、「サルモネラ菌」「腸炎ビブリオ菌」「病原性大腸菌（Ｏ－１５

７）」「カンピロバクター」などがありますが、最近「ノロウイルス」による食中毒が冬に多発しています。

このように食中毒菌は、卵・魚介類・野菜及びその加工品などに付着して、多種にわたり発生し

ています。

食中毒を未然に防ぐには、食中毒予防の三原則である、食中毒菌を「つけない・ふやさない・や

っつける」この三原則をきちんと守ることによって、食中毒は予防できます。

また、本市では毎年、8月の第1木曜日に印旛保健所、印旛保健所管内の食品衛生協会と合

同して、食中毒予防パレードを実施し、市民に注意を呼び掛けています。



３ 　動物愛護

　　表９－１　　　狂犬病関係処理状況(登録犬の注射頭数：集団・個人）

－７１－

30 元（３１） 2 3

頭　数 3,479 3,314 3,363 3,275 3,072 2,934 3,049 2,904 2,421 2,549

　○　一度飼ったペットは最後まで飼いましょう！

年　度 24 25 26 27 28 29

　○　登録と狂犬病予防注射は必ず受けましょう！

　○　放し飼いは絶対にやめましょう！

　○　避妊・去勢をすることをおすすめします！

　○　捨て犬・捨て猫はいけません！

犬による危害・被害が年々増加しています。動物も家族の一員、愛情と責任をもって育てても

らうため、動物を飼っている方は次のことを守ってもらうよう啓発しています。



第 １０ 章 緑　地　保　全

１ 緑 地 保 全 の 現 状

　本市は、74.94㎢ の面積を有していますが、このうち山林が9.27㎢ 、原野が0.98㎢です。

現在は、住宅や事業場など各地で開発が行われ、やむなく山林や原野が削られ、豊かな緑が

本市の山林の多くは、台地と谷津田の境界にある斜面樹林で、そのほかに南部地域に防風保

安林として畑をとりまく形で点在しています。

また、市街地の緑地保全として、中央公園、けやきの森公園のほか北口駅前、泉台、みどり台

に都市公園が設置されています。

失われつつあります。

表１０－１　　　公園緑地等の状況

区 分 箇 所 数 面 積

都 市 公 園 １３箇所 　　５．５３ｈａ

児 童 遊 園 １５箇所 　　１．８８ｈａ

緑 地 　２箇所 　　２．２６ｈａ

保 安 林 　５地区 　　　　   　１８７．4ｈａ

計 ３５箇所 　　　　　　１９７．２７ｈａ

－７２－



２　緑 化 の 推 進

　（１） 開発行為における緑の保全

市内で0.3ha以上の宅地造成をする場合は公園・緑地又は広場を３％以上確保し、整備しなけ

　　ればならないことになっています。

　（２）　緑地保全の対策

緑地帯の多くを占めている斜面樹林地は、農業用地（台地側は畑、谷津側は水田）と相まって

貴重な自然景観を形成しているため、今後もその保全を図っていくほか、大規模な屋敷林、社

　　寺林等は、史跡、郷土景観を構成する緑地として保全しなければなりません。

①スポーツ・レクリエーション施設等の場においても、緑を多く取り入れることにより、潤いを

　　　　与えるとともに、避難系統の配置を確立します。

②公園等の整備では、火災の延焼防止や災害時の一時避難場所としての防災機能を持たせ

　　　　た街区公園や近隣公園の整備をすすめていきます。

 　　 ③工場等の緑地は、騒音・振動・粉塵等の公害に対する緩衝帯の役割をにないますので、緑

　　　　化を推進していく必要があります。

狭い庭や室内でも工夫しだいで緑をふんだんに取り入れることができます。快適で潤いのある

　　生活をおくるうえで、身近な緑化が今後の大きな課題です。

－７３－

④住民の皆さんに対しても緑化運動を推進し、ボランティア活動、緑化意識の啓発、啓蒙に努

　　　　めます。

　（３）　緑の愛護・育成

一口に「緑化」といっても特別難しい事をしなければならない訳でなく、私たち一人ひとりが身

　　近な緑を守り育てていくことが大切です。



１ 　八街市環境保全条例概要

環境を保全することを目的としています。

必要事項を記載し、市長に届出なければなりません。

届出なければなりません。

他の地方公共団体に協力を求め公害の発生原因、発生状況についての監視調査及び研究等を共同し

資　料　編

特 定 施 設 の 届 出

目 的

事 業 者 の 責 務

基 本 的 施 策

規 制 基 準

この条例は、公害の防止について必要な事項を定めることにより、市民の健康を保護するとともに、生活

事業者は、ばい煙、粉じん、汚水、廃液、土壌汚染、騒音、振動、地下水位の低下、地盤沈下、悪臭等

の公害を防止するために必要な措置を講ずるとともに、市が実施する公害の防止に関する施策に協力し、

そのための努力を怠ってはなりません。

市は、公害の防止に関する施策に係る総合的な計画を策定し、これを達成するために必要な措置を講

じなければなりません。

て行うよう努めます。 

　また、公害に関する知識の普及を図るとともに、公害防止の思想を高めるように努めなければなりません。

ばい煙、粉じん、汚水、廃液、土壌汚染、騒音、振動、地下水位の低下、地盤沈下、悪臭等に対し、そ

れぞれの規制基準を定めていますので、事業者は基準を遵守しなければなりません。

　また、規制で定めるところにより、その量等を測定し記録しておかなければなりません。

工場または事業場に設置される機械及び施設のうち、規則で定める特定施設を設置しようとする者は、

－７４－

特 定 作 業 の 届 出

規則で定める特定作業のうち、業として行われる作業をしようとする者は、必要事項を記載し、市長に



は、届出なければなりません。

　拡声器の使用方法・時間帯について規則で定めています。

　深夜における騒音を規制し、基準を定めています。

特定建設作業の届出

拡声器 使用の制限

建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音又は振動を発生する作業であって規則で定めるもの

深夜営業時間の制限

改 善 勧 告 ・ 命 令

上記の規制基準に適合しない事業場等に対しては、市長は改善勧告・改善命令をすることができます。

－７５－



２ 　八街市土地の埋立て等及び土砂等の規制に関する条例

だけるようお願いしています。

　500平方メートル以上の土地の埋立て、盛土、たい積を行う場合は、市長の許可が必要です。

　事前に手続きをして許可を受けてください。

産業廃棄物の投棄でないことを確認し、土地使用の同意をしてください。

誠意をもってその解決に努めなければなりません。

 　事業区域及びその周辺地域の排水施設の整備をしなければなりません。

　土砂等の流出・崩壊等の防止のための安全対策をしなければなりません。

　 その他周辺地域の環境保全・防災・安全対策を講じなければなりません。

　許可の取消や事業施工の休止を命ぜられます。

　１年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます。

　みだりに人が立ち入るのを防止できるよう、塀・柵を設け、事業施工標識を立てなければなりません。

どんなときに・・・

土地所有者のみなさまは・・・

八街市における土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生を未然に防止するため、土砂等

の埋立て等に関する規制その他必要な事項を定め、もって市民生活の安全の確保と良好な生活環境の

保全を図ることを目的として、平成17年６月１日から施行されました。

市では、適正な埋立て等を実施するため、次のように土地所有者及び工事施工者に対し周知していた

土地を埋立てさせてほしいと言われた場合、事前に計画の内容について依頼者から十分説明を受け、

市民の安全及び良好な生活環境を確保するため、必要な措置を講じ、苦情・紛争等が生じたときは、

－７６－

施工者は・・・

違 反 す る と ・ ・ ・



３ 　環境行政のあゆみ

38 ・  4  ・  1 佐倉市、四街道市、酒々井町、富里町及び八街町で、印旛衛生

施設管理組合を設立

38 ・ 10 ・  1 千葉県公害防止条例施行

42 ・  8  ・  3 公害対策基本法施行

43 ・ 12 ・  1 大気汚染防止法施行、騒音規制法施行

44 ・  1  ・  1 千葉県犬取締条例施行

45 ・  9  ・　1 水質汚濁に係る環境基準の水域類型の指定を閣議決定

（印旛沼が指定湖沼となる）

45 ・  9  ・ 28 千葉県公害防止条例施行規則施行

46 ・  6  ・ 24 水質汚濁防止法施行

46 ・  8  ・ 28 印旛沼水質保全協議会設立

47 ・  5  ・ 31 悪臭防止法施行

47 ・  8  ・  2 千葉県環境行政連絡協議会設立

47 ・  9  ・ 29 大気汚染防止法に基づき排出基準を定める条例施行（県）

47 ・ 10 ・  5 八街町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行

47 ・ 10 ・  5 八街町公害対策審議会設置

47 ・ 10 ・ 17 印旛地区環境行政連絡協議会設立

47 ・ 11 ・  1 八街町公害防止条例施行

48 ・  4  ・ 12 千葉県自然環境保全条例施行

48 ・  7  ・ 31 水質汚濁に係る環境基準の水域類型の指定を県告示（作田川）

49 ・  7  ・  1 千葉県公害防止条例地下水採取規制の指定地域となる

49 ・  7  ・ 29 八街町公害防止条例施行規則施行

50 ・  1  ・ 21 水質汚濁に係る環境基準の水質類型の指定を県告示（鹿島川）

51 ・  7  ・  1 水質汚濁防止法に基づき排出基準を定める条例規制（県）

51 ・ 12 ・  1 振動規制法施行

56 ・  4  ・  1 河川水質調査を開始

56 ・  6  ・  1 千葉県環境影響評価の実施に関する指導要綱施行

57 ・  4  ・  1 印旛沼水質管理計画策定

59 ・  3  ・  2 騒音規制法及び振動規制法に基づく指定地域となる

59 ・  3  ・ 27 湖沼の窒素及びりんに関する環境基準に基づき印旛沼の水域類

型を指定

59 ・  7  ・ 27 湖沼水質保全特別措置法制定

59 ・ 11 ・ 20 財団法人印旛沼環境基金設立

59 ・ 12 ・ 23 印旛沼流域を湖沼水質保全特別措置法に基づく地域指定適用

60 ・  1  ・ 30 美しい作田川を守る会設立

60 ・  3  ・ 29 水質汚濁に係る環境基準の水質類型の指定を県告示（高崎川）

60 ・  4  ・  1 八街町クリーンセンター焼却施設稼働開始

62 ・  3  ・  1 八街町家庭雑排水総合計画策定

62 ・  6  ・ 18 産業廃棄物最終処分場設置の反対宣言

年　　月　　日

昭和

内　　　　　　　　　　容

－７７－



62 ・ 10 ・ 27 八街町家庭用小型合併処理浄化槽設置事業補助金交付要綱施行

元 ・  1  ・ 10 千葉県地下水汚染防止対策指導要綱施行

元 ・  4  ・  1 八街町土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積の規制に関

する条例施行

元 ・ 11～12 町内全域にわたる地下水汚染調査実施

 2  ・ 12 ・ 27 窒素酸化物環境実態調査開始

 3  ・  3  ・  1 八街町家庭雑排水総合計画（見直し）策定

 3  ・  4  ・  1 ごみの収集 ・ 運搬業務を委託

 3  ・  4  ・  1 簡易焼却炉購入補助制度施行

 3  ・  9～10 町内全域にわたる地下水汚染調査実施

 3  ・ 11 ・ 26 悪臭防止法に基づく地域指定適用

 4  ・  4  ・  1 市制施行

 4  ・  4  ・  1 ごみの減量化と再資源化（リサイクル）事業開始

 4  ・  4  ・  1 八街市不法投棄監視員設置要項施行

 4  ・ 12 八街市環境白書創刊

 5  ・  9～10 市内全域にわたる地下水汚染調査実施

 5  ・ 11 ・ 12 環境基本法成立

 5  ・ 12 八街市環境白書第２号刊行

 6  ・  4  ・  1 市内に大気監視局設置

 6  ・ 12 八街市環境白書第３号刊行

 7  ・  4  ・  1 千葉県環境基本条例施行

 7  ・  9～10 市内全域にわたる地下水汚染調査実施

 7  ・ 10 ・  1 千葉県環境保全条例施行

 7  ・ 12 八街市環境白書第４号刊行

 8  ・ 12 八街市環境白書第５号刊行

 9  ・  9～10 市内全域にわたる地下水汚染調査実施

 9  ・ 12 八街市環境白書第６号刊行

10 ・  3  ・ 31 簡易焼却炉購入補助制度廃止

10 ・  4  ・  1 八街市環境基本条例施行

10 ・  6  ・  1 八街市小規模埋立て事業による土壌の汚染及び災害の発生の防

止に関する条例施行

10 ・ 11 ・  1 八街市さわやかな環境づくり条例施行

10 ・ 12 八街市環境白書第７号刊行

11 ・ 11～12 市内全域にわたる地下水汚染調査実施

11 ・ 12 八街市環境白書第８号刊行

12 ・ 12 八街市環境白書第９号刊行

13 ・  4  ・  1 八街市浄水器設置費補助金制度施行

13 ・  4  ・  1 生ごみ処理機購入補助金制度施行

13 ・  9 市内全域にわたる地下水汚染調査実施

年　　月　　日

昭和

平成

－７８－

内　　　　　　　　　　容



13 ・ 12 八街市環境白書第１０号刊行

14 ・ 12 八街市クリーンセンター新焼却処理施設稼働開始

15 ・  1 八街市環境白書第１１号刊行

15 ・  9 市内全域にわたる地下水汚染調査実施

16 ・  2 八街市環境白書第１２号刊行

17 ・  2 八街市環境白書第１３号刊行

17 ・  6 八街市土地の埋立て等及び土砂等の規制に関する条例施行

17 ・  9 市内全域にわたる地下水汚染調査実施

18 ・  2 八街市環境白書第１４号刊行

19 ・  2 八街市環境白書第１５号刊行

19 ・ 10 市内南地区地下水汚染調査実施

20 ・  3 八街市環境白書第１６号刊行

20 ・ 10 市内北地区地下水汚染調査実施

21 ・  3 八街市環境白書第１７号刊行

21 ・  4 ゴミの分別方法の変更（8分別を11分別に変更）

21 ・ 10 市内南地区地下水汚染調査実施

22 ・  3 八街市環境白書第１８号刊行

22 ・ 10 市内北地区地下水汚染調査実施

23 ・  3 八街市役所地球温暖化対策実行計画策定

23 ・  3 八街市環境白書第１９号刊行

23 ・ 11 八街市住宅用太陽光発電システム設置費補助金制度施行

24 ・ 10 市内南地区地下水汚染調査実施

24 ・  3 八街市環境白書第２０号刊行

25 ・  3 八街市環境白書第２１号刊行

26 ・  3 八街市環境白書第２２号刊行

26 ・ 10 八街市土地の埋立て等及び土砂等の規制に関する条例施行規則の一部改正

27 ・  3 八街市環境白書第２３号刊行

28 ・  4 八街市環境白書第２４号刊行

29 ・  3 八街市環境白書25号刊行

29 ・  4 八街市土地の埋立て等及び土砂等の規制に関する条例施行規則の一部改正

30 ・  4

31 ・  3 八街市環境白書２７号刊行

八街市住宅用省エネルギー設備等導入促進事業補助金制度施行

－７９－

年　　月　　日 内　　　　　　　　　　容

平成

八街市環境白書２６号刊行

八街市環境白書２８号刊行令和   2 ・  3

  4 ・  3 八街市環境白書３０号刊行

八街市環境白書２９号刊行

八街市役所地球温暖化対策実行計画策定（事務事業編）

 2 ・  4 ・  1

  3 ・  3

  3 ・  6

八街市環境白書３１号刊行　5 ・  4



4 　用語集
[ 環境一般 ]

環境影響評価（環境アセスメント）

業計画に反映させようとするものです。

環境基準
　人の健康を保護し、生活環境を保全するうえで維持されることが望ましい基準をいいます。

　現在、大気汚染、水質汚濁、土壌汚染及び騒音に係る環境基準が定められます。

　　

上乗せ基準

いものです。

　また、基準値そのもののほか、規制対象施設の範囲を広げるもの等を含めて使われる場合があります。

規制基準

総量規制

場等を単位として規制するものです。

ます。

ＰＰＭ（Parts Per Million）

を、大気の場合は１㎥中の㎤数を表します。

[ 大気関係 ]

硫黄酸化物（ＳＯx）

れらのうち二酸化硫黄（ＳＯ２ ：亜硝酸ガス）、三酸化硫黄（ＳＯ３ ：無水硫黄）などをさします。

　これは人の呼吸器に影響を与えたり、植物を枯らしたりします。 

　硫黄酸化物のうち二酸化硫黄には環境基準が定められています。

現在、大気汚染防止法（硫黄酸化物、窒素酸化物）と水質汚濁防止法（ＣＯＤ）に基づく総量規制があり

酸度を示す単位の略です。物質の量を100万分の１の単位で表します。例えば水の場合は１ℓ中の㎎数

大規模な開発行為等の実施に先立って、その事業から生じる公害の発生を未然に防止するとともに、

良好な自然環境を保全するため、周辺に及ぼす影響について事前に調査、予測、評価し、その結果を事

ばい煙または排出水の規制に関して、都道府県が条例で定める基準であって、国が定める基準より厳し

事業者がばい煙、排出水、騒音、振動、悪臭等を発生させ、または排出する場合において、遵守しな

環境基準を達成するための容量以内で、その地域にあたる工場等の排出源に排出量等を割り当て、工

ければならない基準をさします。

－８０－

硫黄酸化物とは、硫黄の酸化物の総称ですが、大気汚染物質としての硫黄酸化物（通称ＳＯx）は、こ

石油など硫黄分を含んだ燃料が燃焼して生じる汚染物質で、一般的に燃焼過程で発生するのは大部

分が二酸化硫黄です。



窒素酸化物（ＮＯx ）

これらのうち一酸化窒素（ＮＯ）と二酸化窒素（ＮＯ２ ）の混合物をさします。

多様です。

化窒素となります。

　窒素酸化物は人の呼吸に影響を与えるだけでなく光化学スモッグの原因物質のひとつです。

　環境基準は窒素酸化物のうち二酸化窒素について定められています。

光化学オキシダント

ます。 

　光化学オキシダントには環境基準が定められています。

一酸化炭素（ＣＯ2）

こします。

　一酸化炭素には環境基準が定められています。

浮遊粒子状物質（ＳＰＭ：Suspended Particulate Marret）

　粒径が10ミクロン（＝１/100ミリ）以下で、大気中に長時間浮遊している粒子状物質をいいます。

　浮遊粒子状物質には環境基準が定められています。

降下ばいじん

います。

　不溶解性物質と溶解性物質に分けられます。

Ｋ値規制

り、施設が集合して設置されている地域ほど規制が厳しくなります。

在し、体内に吸入されると血液中のヘモグロビンと結びつき、中枢神経を麻痺させ、頭痛、めまいなどを起

大気中の汚染物質のうち、自己の重量により、または雨滴と共に地上に落下するばい煙、粉じん等をい

－８１－

強い夏季に多く発生しやすく、人の目やのどに刺激を与え胸苦しくさせたり、草や木の葉を枯らしたりし

煙突の高さに応じて硫黄酸化物の許容排出量を定める規制方式です。Ｋ値は地域ごとに定められてお

窒素酸化物とは、窒素の酸化物の総称ですが、大気汚染物質としての窒素酸化物（通称ＮＯx ）は、

石油、ガスなど燃料の燃焼に伴って発生し、その発生源は、工場、自動車、家庭の厨房施設など多種

燃焼の過程では、一酸化窒素として排出されますが、これが徐々に大気中の酸素と結びついて二酸

大気中の窒素酸化物や炭化水素などが、太陽の強い紫外線により光化学反応を起こして発生する二

次汚染物質で、オゾン（Ｏ３ ）、ＰＡＮ（ＲＣＯ３ ＮＯ２ パーオキシアセチルナイトレイト）などの酸化力の強

い物質の総称です。

炭素を含む燃料が不完全燃焼する際に発生する無色、無臭の気体で、自動車の排出ガスに多量に存



ＰＴＩＯ法（窒素酸化物簡易測定法 ）

　大気中の窒素酸化物を選択的に酸化する有機酸化剤ＰＴＩＯを使用する簡易測定方法です。

　この測定方法は、使用法が簡単で安価なうえ、測定感度、精度が高く何回でも再使用可能です。

　本市では、平成３年１月より測定を開始し、平成５年３月に終了いたしました。

臭気濃度

す。

三点比較式臭袋法

する方法です。

ＰＣＢ

への色素沈着、肝障害などをもたらし、胎児へも障害が及びました。

の添加剤などに使われていました。

　魚介類などへの蓄積が問題となり、１９７２年には生産が中止されました。

ダイオキシン

あり75種類にのぼっています。

強の毒性物質（青酸カリの２７万倍）といわれます。

　身近な所では、ゴミ焼却炉の中で、ばい煙中の塩素と有機化合物とが結びつき発生します。

　そのほかには製紙工場でパルプ中のリグニンという物質と漂白剤の塩素とが反応して発生します。

と定めています。

石綿 (アスベスト）

は毎年25万トン程度が入っています。

ＰＣＢ自体は耐熱、耐薬品性、絶縁性にすぐれており、コンデンサーなどの絶縁体、熱触媒、印刷インキ

なかでも、２・３・７・８・４塩化ダイオキシンは発がん性、催奇形性を有し、皮膚内臓障害などをもたらす最

日本では厚生労働省の評価指針で、体重１㎏あたりの許容摂取基準を100ppt（１ppt＝１兆分の１グラム）

今までは二酸化窒素のみで一酸化窒素と同時に調査することができませんでしたが、同時に測定でき

るサンプラーが完成しました。

有機塩素系化合物で、ポリ塩化ジベンゾダイオキシンの略称です。塩素の数によって様々な異性体が

臭気をにおいがなくなるまで無臭空気でうすめ、それに要した空気希釈倍数を、その臭気濃度といいま

においがない袋（臭袋）を３個用意し、そのうち１個にある希釈倍数にうすめた資料を入れ、残りの２個に

は無臭の空気を入れておき、パネラーに３個の臭袋を与え、付臭臭袋の番号を当てさせます。

そして付臭臭袋の希釈倍数を変えて行います。これらの正解率を統計的に処理して、臭気濃度を算出

ポリ塩化ビフェニール。有機塩素化合物でカネミ油症事件の原因となった物質で、嘔吐、無気力、皮膚

主成分はケイ酸マグネシウム塩で、化学薬品に強く、断熱、防音、電気絶縁体に優れているため、建材

や自動車のクラッチ板、ブレーキライニングなどに使われています。主な産地は、ソ連、カナダで、日本に

－８２－



どの健康障害を起こすことが知られています。

容限度が定められました。

オゾン層破壊
　地球のオゾン（Ｏ３ ）の大部分は成層圏以高にあり、これがオゾン層と呼ばれています。

　空気中の酸素が成層圏の強い紫外線を浴びて生成されたものです。

集めると、わずか３㎜程度の厚さにしかならないほどその存在量は微量です。

れています。

分に減り、有害紫外線の量は２倍に増加すると計算されています。

きるとされています。

　さらに、光化学スモッグの悪化と温暖化の推進などの影響もあります。

ています。

地球の温暖化

すると予測されています。　

　そのため、上水や舟運の確保に障害が予想されるほか、洪水などの恐れがあります。

もあります。

れています。

考えられています。

現在のペースで二酸化炭素が大気中に増えていくと、2035年には、今より1.5～4.5度程度気温が上昇

さらに、雪解けが早まり、蒸発が盛んになるため、現在の穀倉地帯は乾燥し、農業生産に悪影響の恐れ

生物の生息環境も大きく変化し、世界の森林面積は２割減り、反対に砂漠は１割以上増加すると予測さ

石綿繊維を吸収すると、肺繊維症（石綿肺）のほか、肺ガン、気管支ガン、胸膜や腹膜の悪性中皮腫な

昭和60年の大気汚染防止法の改正で、石綿を特定粉じんと規定し、発生施設の届け出や、濃度の許

二酸化炭素などの温室効果ガスが増加することにより、地球の気温が高まるほか、これに伴い、自然や

生活環境に各種の悪影響が生じる現象をいいます。

－８３－

オゾンは有害紫外線を遮断する大切な役割をしています。地球のすべてのオゾンを標準状態で地表に

酸素から次々と作られ、他方では消滅する反応を繰り返し、長い目では全体としての一定の量が保た

オゾンを壊す原因物質はフロンであると言われています。フロンを減らさないと８０年後にはオゾンが半

このため、皮膚ガンや白内障の増加などの健康被害のほか、農作物の収穫減少、生物への被害が起

このため、フロンを大気中に出さない排出抑制と循環作用、再生、代替フロンの開発などが課題となっ

　気温が高まると海の水も膨張し、2050年頃は20cm～1.5cm程度海面が上昇すると予測され、低地の家

屋や経済活動に被害が生じます。 

温暖化を防ぐ対策としては、各種の温室効果ガスの排出削減、森林の保護や植林などがありますが、

すべての対策を取っても温暖化を完全に防ぐ決め手とはなりませんので、早急な適応策の準備が必要と



[ 水質関係 ]

ＰＨ（水素イオン濃度：Potential of Hydrofen）

はアルカリ性を示します。

　環境基準では、5.8～8.6と定められています。

ＢＯＤ（生物化学的酸素要求量：Biochemical Oxygen Demand）

ことで、単位は㎎／Ｌで表されます。

す。

ＣＯＤ（化学的酸素要求量：Chemical Oxygen Demand）

で表されます。

　数値が大きいほど、水中の汚染物質の量も多いことを示します。

ＳＳ（浮遊物質：Suspended Solid）

　水中に浮遊している不溶性の物質の量のことで、単位は㎎／Ｌで表されます。

定められています。

ＤＯ（溶存酸素：Dissolved Oxygen）

す。

　溶存酸素は、水の自浄作用や水中の生物にとって必要不可欠のものです。

す。

大腸菌

いうことは、多くの場合、人畜のし尿などで汚染されている可能性を示します。

　環境基準では、印旛沼、鹿島川及び作田川が1,000以下／100mLと定められています。

　また、水道法に基づく一般飲料水水質検査の基準値は、検出されないこととされています。

液体中の水素イオンの濃度を表す値で、ＰＨ＝７を中性とし、７より小さいものは酸性、７より大きいもの

汚染度の高い水中では消費される酸素の量が多いので、溶存する酸素量は少なくなります。

きれいな水ほど酸素は多く含まれ、水温が急激に上昇したり藻類が著しく繁殖するときは過飽和となりま

環境基準では、印旛沼、鹿島川及び作田川が7.5㎎／Ｌ以上、高崎川が５㎎／Ｌ以下と定められていま

乳糖を分解して酸とガスを形成する好気性または通気嫌性菌の総称です。大腸菌が水中に存在すると

－８４－

水の中の汚染物質（有機物）が微生物によって無機化あるいはガス化するときに必要とされる酸素量の

水中の有機物など汚染源となる物質を酸化剤で酸化するとき、消費される酸素量のことで単位は㎎／Ｌ

一定量の水をろ紙でこし、乾燥した後の重量で、数値が大きいほど水質汚濁の著しいことを示します。

環境基準では、印旛沼が５㎎／Ｌ以下、鹿島川及び作田川が25㎎／Ｌ以下、高崎川が50㎎／L以下と

水中に溶けている酸素のことで、単位は㎎／Ｌです。溶解量を左右するのは水温、気圧、塩分などで、

この数値が大きくなれば、その水中には汚染物質（有機物）が多く、水質が汚濁していることを意味しま



ＭＰＮ（最確数）

　Most Probable Numberの略で、確率論的に細菌の数を表したものをいいます。

ノルマルーヘキサン抽出物質

ります。

窒素（Ｎ）

リン（Ｐ）

　窒素とともに過剰になるとアオコの大量発生の現象が起こります。

　 印旛沼の環境基準値は0.03㎎／Ｌ以下で、目標値は0.12㎎／Ｌ以下とされています。

ＭＢＡＳ

亜鉛（Ｚｎ）

吐等の被害がでます。

ノルマルーヘキサンによって抽出された油分をいい、水生動植物に対する呼吸阻害や異臭の原因とな

形態により、有機性窒素、アンモニア性窒素（ＮＨ３－Ｎ）、亜硝酸態窒素（ＮＯ２－Ｎ）、硝酸態窒素

－８５－

また、有機性窒素とＮＨ３－Ｎをケルダール窒素（Ｋ－Ｎ）、すべての項目を含めたものを全窒素（Ｔ－Ｎ）

（ＮＯ３－Ｎ）に大別されます。

と称します。

水中の微生物の作用により、有機性窒素はＮＨ３－、Ｎ、ＮＯ２－Ｎを経て、Ｎ Ｏ ３－ Ｎに変化し、一

部分はＮ Ｈ ３－ やＮ Ｏ ３－ Ｎ の形で植物に吸収されます。　

　印旛沼の環境基準値は0.4㎎／Ｌ以下で、目標値は2.3㎎／Ｌ以下とされています。

　一般に生活系からの排水には、Ｋ－Ｎの割合が高く、リンとともに富栄養化の起因物質です。

リンは、自然界においてはリン酸態のような化合物として存在し、通常全リン（Ｔ－Ｐ）が水質汚濁の指標

として利用されます。

Methylene Blue Active Substanceの略でメチレンブルーと反応して、青く呈する物質を指し、主に陰イオ

ン界面活性剤の量を知るうえで利用されていますが、環状動物体内からの分泌や、クロロフィルも検出さ

れてしまうため、植物プランクトンの多い湖沼等での洗剤分の把握には問題がでてきます。

人間にとって不可欠な金属であり、一日10～15㎎摂取していますが、多量に摂取すると粘膜刺激、嘔



銅（Ｃｕ）

ます。

カドミウム（Ｃｄ）

物質で、微量でも体内に蓄積されると、軟骨化症を引き起こします。

シアン（ＣＮ）

で知られる猛毒物で致死量0.06㎎といわれています。

有機リン（Ｏ－Ｐ）

り、手足がしびれたりします。

鉛（Ｐｂ）

　重金属で洗顔製造業、蓄電池製造業などで多く使用され、人体にとって蓄積性の毒物です。

長期にわたって人体に入ると食欲不振、便秘、腹痛などが起こります。

クロム（Ｃｒ）

て、浮腫、潰瘍を生じ、肺がんの原因になるともいわれています。

ヒ素（Ａｓ）

　ヒ素を大量に摂取すると、悪寒、嘔吐、下痢、脱水症状等の急性中毒を起こします。

　致死量は、約120㎎です。また、少量ずつ長期にわたって摂取すると、慢性中毒症状を起こします。

亜鉛と同様、人間にとって不可欠な金属で、血液中に60～100㎎含まれ、一日２㎎は摂取しなければ

ならないといわれています。

　重金属で、メッキ工場や電線工場などに多く使用されます。

重金属でメッキ工場などに多く使用されています。富山県神通川流域のイタイイタイ病の原因となった

メッキ工場や鉱山など青酸化合物を使用する事業場から多く排出されます。シアン化カリ（青酸カリ）等

中毒症状として、緑色または青色の吐物を出し、皮膚は青色をおび、血圧低下、虚脱などの症状を呈し

銅、鉛、亜鉛等の精錬の際、副産物として得られます。ヒ素及びヒ素化合物は強い毒性をもち、殺虫、

駆虫剤等に使用されています。

－８６－

有機リン系農薬でもその毒性に大きな差があり、パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン、ＥＰＮの

４種類が毒性が強く、また人体にも有害で浸透力が強く、体についたり、呼吸したりすると、頭痛がおきた

大量の鉛が人体に入ると急性中毒を起こして腹痛、嘔吐などが現れ、死亡することもあり、少量の鉛が

クロムは、メッキ工場、石油化学工場などで多く使用され、その使用過程で六価クロムに化学変化して

排出されます。

三価のクロムの毒性は、ほとんど無視できますが、六価クロムは猛毒で、消化器、肺などから吸収され



鉄（Ｆｅ）

れやすい傾向にあります。

マンガン（Ｍｎ）

　金属マンガンは微紅色を帯びた灰色光沢を有し、粉末は自然発火を起こします。

性を有します。

総水銀（Ｔ－Ｈｇ）

アルキル水銀（Ｔ－Ｈｇ）

　 エチル水銀、メチル水銀などがあり、メチル水銀は水俣病の原因とされています。

を起こします。

　トリクロロエチレン

　テトラクロロエチレン

　1.1. 1-トリクロロエチレン

　四塩化炭素

品の脱脂、羊毛・毛革・塗料・ゴム・プラスチック等の溶剤として利用されています。

　一般的に、有機物に塩素原子が結合すると、分解されにくくなり、毒性も増すといわれています。

　汚濁負荷量
　河川水を汚濁する物質量をいい、主としてＢＯＤ（ｔ／日）、ＣＯＤ（ｔ／日）で表します。

ます。

域の状況によっては、水質規制だけでは不十分であります。

鉄は、胃及び十二指腸の上部においてイオンの形で吸収されますが、第二鉄より第一鉄の方が吸収さ

鉄自体の毒性はほとんどありませんが、微粉鉄は呼吸器に機械的刺激や傷害をおこし、酸化鉄粉は

じん肺をおこします。

ているものです。

これは、都市排水及び工業排水などの汚濁源より排出される放流量とその水質濃度によって計算され

したがって、汚濁負荷量は水質のみでなく水量にも関係しますので、汚濁が進行すれば放流河川の水

－８７－

中毒例は比較的少ないですが、筋神経系を冒し、言語障害、顔面硬直、歩行不随などをおこす強い毒

水銀による汚染状況を示す測定値の名称で、水銀または水銀化合物の両者を合わせた値をいいます。

猛毒で微量でも体内に蓄積されると中枢神経を冒し、手足の震え、言語障害、視力減退等中毒症状

不燃性で強力な洗浄力をもった安定性の高い溶剤として普及しており、主な用途として、金属機械部

また、これら４物質は、エチレン及びエタンに塩素原子が結合したもので、有機塩素系化合物といわれ



　アオコ（青粉）

す。

　一次汚濁

有機物、ＳＳ、油分あるいは有害物質が挙げられます。

　二次汚濁

　富栄養化

のなかで交換します。

異常発生を起こします。

　自浄作用

これを河川の自浄作用といいます。

殺菌作用及び微生物の生存競争などです。

　公共用水域

がい用水路その他の用に供される水路をいいます。

　公共下水道

す。

春先から夏にかけて発生することが多く、腐敗すると悪臭を放ったり、水産業等に多大な影響を与えま

しかし、この自浄能力を超える大量の有機物や塩類が河海に排出されると上記サイクルは完了せず、

水域は分解産物あるいは二次生成物などの栄養塩類が豊富になり、ある特定の生物（赤潮、アオコ）の

その作用の主なものは希釈作用、沈澱作用、水中の溶存酸素による酸化作用、日光中の紫外線による

富栄養化現象の一つとして、湖沼面が緑色あるいは青色に変わる現象で、原因は藻類の異常繁殖に

－８８－

よるものです。

水域に直接流入する汚濁物質による汚濁をいいます。汚濁物質としては、BODやＣＯＤの主成分である

一次汚濁物質中に含まれるリンや窒素が関与して、増殖するプランクトンに起因する汚濁をいいます。

河海、湖沼の水域が、微生物による有機物の分解産物などにより栄養を増していく現象で、河海、湖沼

へ有機物が流入すると水中の微生物により分解され、分解産物は、自然の生態系の物質循環のサイクル

サイクルが順調であれば自然は均衡がとれ、いわゆる自然の浄化作用が機能していることになります。

河川水が汚濁を受けた場合に、河川自体、時間とともにこの汚濁を次第に減らす機能をもっており、

河川、湖沼、港湾、沿岸海域その他、公共の用に供される水域およびこれに接続する公共暗渠、かん

市街地における家庭や工場からの汚水を排除し、また処理するために、地方公共団体が設置する下水

道で、終末処理場を有し、かつ汚水を排除すべき排水施設の相当部分が暗渠である構造のものをいいま



［振動・騒音］

　騒音レベル

のめやす）についは、２８ページを参照してください。

　振動レベル

ください。

　暗騒音
　特定の音を対象として測定する場合、対象とする音以外の音を暗騒音といいます。

　　

　近隣騒音

生活騒音をいいます。

　市環境保全条例では拡声機の使用について、区域、時間帯、音の大きさを規制しています。

　また、深夜営業についても営業時間の制限命令をすることができます。

［地盤沈下］

　水準点

　精密水準測量
　最も精度の高い水準測量で、地盤沈下や地殻変動等の調査のために行われます。

とられています。

　地盤沈下観測井

騒音を騒音計で測定して得られた数値で、デシベル（Ａ）で表示します。騒音レベルの具体的な例（音

振動の物理的な大きさを振動感覚に合うよう適正したもので、振動レベル計で測定して得られる値をい

いデシベルで表示します。振動レベルの具体的な例（振動のめやす）については、２９ページを参照して

飲食店の深夜営業などのカラオケ、または拡声機などによる騒音、ピアノ、クーラー、ペットなどを含む

土地の標高を示す標石で、水準測量の基準として用いられています。地盤の変動状況を測定するには、

動状況を測定するには、この水準点を用い、標高の変化を精密水準測量によって測り変動を出します。

精密レベルと精密標尺を用い、誤差ができるだけ削除されるような、また最も小さくなるような観測方法が

　地盤沈下が地下のどの地層で生じているのかを調べる施設。

　通常二重管構造の井戸を設置し、内管の抜け上がり量によって沈下量を測定します。

－８９－



　自然圧密

します。

　沖積層

ます。

　粘土、シルト等で構成されています。

　天然ガスかん水
　天然ガスを溶存している塩分の濃い地下水で、太古の海水が陸封されたものです。

　揚水施設

めています。

［悪臭］

　アンモニア

　メチルメルカプタン

　クラフトパルプ工場の悪臭の主成分です。　

　硫化水素

　トリメチルアミン

革製造業、化学工業があります。

　二硫化メチル
　硫化水素、硫化メチルと同様、クラフトパルプ工場、石油精製業、し尿処理業が主な発生源です。

高濃度のガスは、中枢神経を麻痺させるため、呼吸停止や失神をおこし、高濃度になると死に至ります。

石炭、石油工業、ゴム、硫化染料、二硫化炭素工業などで多く発生します。一般に中毒症状は急性で

あり蓄積性はありません。

皮膚、粘膜の刺激性があり、液体の付着によって皮膚炎、眼炎を招きます。発生源としては、ゴム、皮

－９０－

今から一万年前から現在に至るまで堆積してきた地層で、河川の流域や海岸沿いの底地に分布してい

千葉県環境保全条例によると、「揚水施設は、動力を用いて地下水を採取するための施設であって、揚

水機の吐出口の断面積（吐出口が２以上あるときは、その断面積の合計）が６㎠をこえるものをいう。」と定

皮膚、粘膜への刺激性の強いガスで化学工業、ゴム工場、輸送用機械製造業から多く発生します。

　ニラ、ニンニクのような悪臭があり、低濃度でも不愉快になります。

堆積年代の新しい沖積層や盛土部分で生じる沈下現象。土粒子自体の重量により自然に圧密が進行



　アセトアルデヒド
　刺激臭を有する無色の液体で、化学工場やタバコ工場を発生源とします。

　スチレン

ク製造業です。

　閾値（いきち）

のにおいか判別できる一番うすい濃度をいいます。

生理化学用語で感覚器官が関知しうる最小の刺激量をいいます。においの認知閾値とは、においを何

－９１－

芳香ある無色の液体で、コールタール中に少量含まれています。主な発生源は、化学工業、プラスチッ
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